
 

 

は じ め に 
 

 

 

 

 

 近年、少子高齢化による人口減少や家族形態の多様化、雇用環境の変化など、社会環境や経済情

勢は大きく変化しています。このような状況に対応していくためには、働き方の見直しや女性の活

躍を推しすすめ、性別に関わらず誰もが輝くことができ、心豊かに暮らせる環境づくりが強く求め

られています。 

 本市では、2014年（平成 26年）3月に、2023年度までの 10年間を計画期間とする「第 2

次西尾市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な取組みをすす

めてきました。このたび、計画期間の中間年を迎え、国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応し

た適切な施策の推進を図るため、2017年度（平成 29年度）、2018年度（平成 30年度）の 2

か年において、「第 2次西尾市男女共同参画プラン」の見直しを行い、改訂版を策定しました。「第

2次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）」では、これまでの取組みを継承しつつ、「男女がともに

心豊かに暮らせるまち にしお」の実現に向けて各種施策に取り組んでまいります。 

 男女共同参画社会の実現には、行政の取組みに加え、市民、地域、企業の皆さまが強い決意を持

って、それぞれの役割を担い、連携、協働して取り組むことが不可欠です。今後とも、皆さまのご

理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 最後に、計画策定にあたり、意識調査、面談調査等によりご意見をいただきました市民の皆さま、

熱心にご審議いただきました「にしお男女共同参画市民会議」の委員の皆さまをはじめ、関係各位

に対し心からお礼申し上げます。 

 

2019年（平成 31年） 3月 

西尾市長   中 村  健 
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 １ 西尾市の“男女共同参画” 

 「男女共同参画社会」というと、どんな社会を思い浮かべるでしょうか。企業でリーダーとして

活躍する女性や、家庭で家事や育児に積極的に参加する男性が珍しいことではなく、当たり前とな

っている社会。建築業やドライバーの女性、保育士や介護士の男性を思い浮かべる人もいるかもし

れません。また、「女性」「男性」という枠組みだけでなく、LGBT※をはじめとした性的マイノリテ

ィ※と呼ばれる人たちが、生きづらさを感じない社会であることも大切です。 

 いずれにしても固定的な性別役割分担を越えて、一人ひとりが個性や能力を活かし、それぞれが

望む生き方をかなえられるような社会であることが求められます。 

 それでは、西尾市（以下、「本市」という。）に暮らす人が望む「男女共同参画社会」とは、どん

な社会でしょうか。 

 2017年度（平成 29年度）に実施した市民意識調査によると、西尾市民が理想とする暮らしと

して、「仕事」「家庭」に加え「個人の生活」も優先したいという考えが多くみられました。 

 近年は、以前よりも固定的な性別役割分担意識が薄れつつある傾向がみられます。しかし、「すべ

ての女性が仕事でリーダーシップを発揮しなければならない」「すべての家庭で女性・男性が家事

や育児の負担を半分ずつにしなければならない」というわけではありません。あくまで、誰もが希

望する生き方、暮らし方ができるよう、家庭でも、職場でも、お互いに助け合い、応援し合うこと

がとても大切です。働いている女性だけが活躍しているわけではなく、家庭で家族のために働く女

性、身近な地域のために活動している女性も「活躍する女性」です。男性でも同様のことがいえま

す。 

 「第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）」は、固定的な性別役割分担意識にとらわれること

なく、市民一人ひとりが理想とする生き方・暮らし方をできるだけ実現することを目指し、策定さ

れました。 

 

  

                                        
※LGBT：レズビアン（Lesbian、女性の同性愛者）、ゲイ（Gay、男性の同性愛者）、バイセクシ

ャル（Bisexual、両性愛者）、トランスジェンダー（Transgender、身体の性と心の性が一致し

たいため、身体の性に違和感を持つ人）の頭文字をとり、性的指向及び性自認に関して誕生時に

付与された性別と異なる人の総称。 
※性的マイノリティ：生物学的な性（からだの性）と性自認（こころの性）が一致しない性同一性

障害の人びとや、同性愛や両性愛といった性的指向などをもった人びとのこと。 
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 ２ プラン策定の趣旨 

 本市では、2014年（平成 26年）に西尾市と幡豆郡一色町、吉良町及び幡豆町が合併してはじ

めてとなる「第２次西尾市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画に関する取組みを総合的

かつ計画的に推進してきました。 

 この間も本市を取り巻く社会状況は変化しており、国全体では人口減少や少子高齢化が進行し、

加えて社会情勢の不安定さから、人びとの価値観やライフスタイルは多様化しています。このよう

な中でも人びとがそれぞれの個性を認め合い、性別に関わりなく能力を発揮できるような、男女共

同参画社会の実現が求められます。 

 国では、2015年（平成 27年）８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以

下、「女性活躍推進法」という。）を制定し、この趣旨を踏まえて同年 12月に「第４次男女共同参

画基本計画」が策定されました。 

 「第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）」（以下、「本プラン」という。）は、「第２次西尾市

男女共同参画プラン」の策定から５年が経過したことを受け、その基本的な方向性を引き継ぎつつ、

前述のような社会情勢の変化や国の動き、また 2017 年（平成 29 年）に実施した市民や企業、

団体、若年者への意識調査や面談調査を踏まえて策定するものです。 

■近年の国、愛知県、西尾市の動き 

年 動き 

1999年（平成 11年） 国 「男女共同参画社会基本法」公布、施行 

2000年（平成 12年） 国 「男女共同参画基本計画」閣議決定 

2001年（平成 13年） 
国 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行 

愛知県 「あいち男女共同参画プラン 21」策定 

2002年（平成 14年） 愛知県 「愛知県男女共同参画推進条例」制定 

2003年（平成 15年） 
国 「少子化社会対策基本法」「次世代育成支援対策推進法」公布、施行 

西尾市 「西尾市男女共同参画プラン」策定 

2004年（平成 16年） 国 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本

的な方針」策定 

2005年（平成 17年） 
国 

「第２次男女共同参画基本計画」閣議決定 

「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 

愛知県 「愛知県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」策定 

2006年（平成 18年） 
西尾市 「第６次西尾市総合計画」策定 

愛知県 「あいち男女共同参画プラン 21（改定版）」策定 

2007年（平成 19年） 国 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※憲章）」及び「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」策定 

2009年（平成 21年） 西尾市 「西尾市男女共同参画プラン（見直し版）」策定 

2010年（平成 22年） 国 「第３次男女共同参画基本計画」閣議決定 

  

                                        
※
ワーク・ライフ・バランス：老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につい

て、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 



4 

年 動き 

2011年（平成 23年） 
西尾市 西尾市と幡豆郡一色町・吉良町・幡豆町が合併、新西尾市の誕生 

愛知県 「あいち男女共同参画プラン 2011-2015」策定 

2012年（平成 24年） 愛知県 「あいち仕事と生活の調和行動計画」策定 

2013年（平成 25年） 西尾市 「第７次西尾市総合計画」策定 

2014年（平成 26年） 西尾市 「第２次西尾市男女共同参画プラン」策定 

2015年（平成 27年） 国 

「女性活躍推進法」公布、施行 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」策定 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

2016年（平成 28年） 愛知県 「あいち男女共同参画プラン 2020」策定 

2017年（平成 29年） 国 「働き方改革実行計画」策定 

2018年（平成 30年） 西尾市 「第７次西尾市総合計画 後期計画」策定 

2019年（平成 31年） 西尾市 「第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）」策定 

 

 

 ３ プラン策定の位置づけ 

 本プランは、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に規定されている「市町村男女共同参

画計画」として位置づけます。 

 また、本プランの基本目標７「男女間のあらゆる暴力をなくします」を「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」※として、基

本目標１「政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます」、基本目標４「男女がともに仕事と家

庭生活を両立できる環境をつくります」を「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「市町村推進

計画」として位置づけます。 

 

 

 ４ プランの策定体制 

 本プランは、公募委員や有識者による「にしお男女共同参画市民会議」と、市職員による「西尾

市役所男女共同参画推進委員会」「西尾市役所男女共同参画推進委員会ワーキングチームスタッフ

会議」において審議を重ね策定しました。 

 策定の過程では、市民や企業、団体、若年者へのアンケート調査や面談調査などを通じ、西尾市

における男女共同参画を取り巻く実態を把握するとともに、プラン案に対するパブリックコメント

を実施するなど、広く市民の意見を取り入れ、その反映に努めました。 

 

  

                                        
※
市町村基本計画：市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画。 
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 ５ プランの期間 

 「第２次西尾市男女共同参画プラン」の期間は、2014年度（平成 26年度）から 2023年度

までの 10 年間としていますが、男女共同参画に関する社会状況の変化を勘案し、中間年である

2018年度（平成 30年度）に「第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）」を策定しました。

そして、2019年度（平成 31年度）から 2023年度までの５年間を、改訂後の計画期間として

います。また、国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要

に応じて見直しを行います。 

（年度） 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 2021 2022 2023 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 
          

第２次西尾市男女共同参画プラン           
第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）           

 

  

中間見直し 
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 第２章 

西尾市の現状と課題 
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 １ 統計からみる男女共同参画の状況 

（１）人口・世帯の状況 
 本市の総人口は、2015年（平成 27年）に 167,990人となっています。これまで一貫して増

加傾向でしたが、今後は 2025年をピークに減少が見込まれます。年齢 3区分別人口割合をみる

と、15歳未満人口（年少人口）割合は一貫して減少、15～64歳人口（生産年齢人口）割合も 1990

年（平成２年）をピークに減少しています。一方で、65 歳以上人口（老年人口）割合は一貫して

増加し、2015（平成 27）年の高齢化率は 24.0％となっています。 

 性別・年齢別人口構成をみると、本市に製造業の企業が多いこともあり、やや男性の人口が多く、

特に 20～40歳代の男性が女性の人口を上回っています。一方で、70歳以上では女性が男性の人

口を上回っており、特に 80歳以上では約２倍女性が多くなっています。 

 少子高齢化がすすみ、今後人口減少が見込まれるなか、男女がともに活力を活かせることが重要

となります。 

■総人口と年齢３区分別人口割合の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（2015年以前）国勢調査 

   （2020年以降）社会保障・人口問題研究所 

■性別・年齢別人口構成（2015年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

146,010
152,462 155,559 158,693 159,788 163,232 165,298 167,990 169,878 170,550 170,351 169,369

24.1 22.5
19.1 17.4

16.3 15.3 14.9 14.5 14.1 13.7 13.3 13.1

65.9 66.8 68.7 68.3 66.9 65.9 64.2 61.5 60.2 60.0 59.7 59.0

10.0 10.8 12.2 14.3

16.9 18.8 20.9
24.0 25.7 26.3 26.9 27.9

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

（％）

(年)

（人）

総人口 15歳未満 15～64歳 65歳以上

推計

0 2,000 4,000 6,000 8,000

80歳以上

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

（人）

女性（83,321人）

男性（84,669人）
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 世帯数は、2015年（平成 27年）に 58,891 世帯、世帯当たり人員は 2.83 人となっていま

す。世帯数は一貫して増加、世帯当たり人員は一貫して減少しています。世帯構成別にみると、単

独世帯、核家族世帯が増加しており世帯が小規模化しています。 

 世帯構成割合を愛知県、全国と比較すると、西尾市は「その他の世帯」の割合が高く、多世代世

帯が多いことがうかがえます。 

■世帯構成別世帯数・世帯当たり人員の推移         ■世帯構成割合の比較（2015年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査                   資料：国勢調査 

 

（２）労働の状況 
 女性の年齢階級別労働力率は、経年でみると 25～54歳で増加傾向にあり、いわゆるM字カー

ブ※の谷は浅くなってきています。 

 愛知県、全国と比較すると、M字カーブの谷である 30～34 歳では、全国よりも深くなってい

ますが、35 歳以上では愛知県、全国を上回っています。女性が結婚・出産・子育てを機に仕事を

辞めることは以前より少なくなっていますが、全国と比べるとその割合は大きくなっています。 

■女性の年齢階級別労働力率の推移（西尾市）       ■女性の年齢階級別労働力率の比較（2015年） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        
※

M字カーブ：女性の労働力人口比率が、20～30歳代を中心に低下する傾向を示すこと。結婚や出産、子育てを機に

女性が退職することによって、20～30歳代の女性の労働力人口比率がくぼみ、M字を描くことからこのようにいわ

れる。 
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0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
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全国 愛知県 西尾市

資料：国勢調査                     資料：国勢調査 
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2.4
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3.5
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32.9
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0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

女性
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市
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全
国

（％）

第１次産業 第２次産業 第３次産業

西

尾

市

愛

知

県

全

国

 男女別雇用者の雇用形態別割合は、いずれも女性については「正規の職員・従業員」が低く、男

性の半数程度となっています。 

 男女別産業分類別就業者割合は、西尾市において、男性は「第 2次産業」、女性は「第 3次産業」

が高くなっています。西尾市には自動車関連企業等の製造業が市内や近隣市に多く存在することか

ら、愛知県、全国と比較すると、男女ともに「第 2次産業」が高くなっています。本市で女性の就

労の促進を考えるうえでは、第２次産業における女性が働きやすい環境づくりが重要です。 

■男女別雇用者の雇用形態別割合の比較（2015年）   ■男女別産業分類別就業者割合の比較（2015年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査                   資料：国勢調査 

（３）結婚・出産・子育ての状況 
 女性の年齢階級別未婚率は、愛知県、全国と比較すると、未婚率がやや低くなっています。男性

では、40 歳代までは愛知県、全国とおおむね同様の数値となっていますが、50 歳以上では未婚

率がやや低くなっています。男女を比較すると、男性の未婚率は女性よりも高くなっています。 

■女性の年齢階級別未婚率の比較（2015年）       ■男性の年齢階級別未婚率の比較（2015年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料：国勢調査                    資料：国勢調査 
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49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

（％）

全国 愛知県 西尾市

西尾市の数値 

西尾市の数値 
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 女性の有配偶者の労働力率は、愛知県、全国と比較すると、29 歳以下では愛知県、全国よりも

低く、35歳以上では上回っています。 

 合計特殊出生率は、減少傾向にありましたが、2008年（平成 20年）～2012年（平成 24年）

では増加しています。愛知県、全国と比較すると、高い数値で推移しています。結婚・出産後も希

望に応じて女性が就労できるような企業や家庭のあり方が求められます。 

■女性の有配偶者の労働力率の比較（2015年）      ■合計特殊出生率の推移・比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査          資料：人口動態保健所・市区町村別統計 

（2008～2012年以外は旧幡豆郡の値を含まない） 

 

 保育園の児童数は、０～２歳、３～５歳ともに各年で数値が増減していますが、０～2歳では全

体として増加傾向、３～５歳では全体として減少傾向となっています。3歳未満児の保育ニーズの

高まりがみられます。 

■保育園の児童数の推移（０～２歳）          ■保育園の児童数の推移（３～５歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保育課                     資料：保育課 
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 母子家庭・父子家庭は、いずれも一貫して増加傾向にあり、2015年（平成 27年）には 844

世帯となっています。ひとり親家庭でも、仕事と家庭の両立ができるような相談や支援が求められ

ます。 

 ＤＶ相談件数は、各年で数値が増減していますが、毎年 30～40件前後で推移しています。 

 

■母子家庭・父子家庭の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

■ＤＶ相談件数の推移（新規件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：家庭児童支援課 
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40
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（４）女性の参画の状況 
 議員定数に対する女性委員の割合は、各年でばらつきがありますが、１割前後で推移しています。 

 各種委員会への女性委員の登用状況は、「地方自治法に基づく委員会委員」が１割前後、「附属機

関委員」が２割前後で推移しています。 

 地域の委員の女性の割合は、いずれも経年による変化はほとんどみられません。「民生・児童委

員」は女性が半数前後を占める一方、「町内会長」「衛生委員」は５％以下となっています。政策の

決定等における女性参画については、あまり促進されていない現状となっています。 

■議員定数に対する女性議員の割合の推移        ■各種委員会への女性委員の登用状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西尾の統計                    資料：西尾の統計 

 ■地域の委員の女性の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西尾の統計 
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 ２ 市⺠意識調査等からみる男女共同参画の状況 

 中学生・高校生を含めた西尾市民の男女共同参画に関する意識や実態を把握し、計画づくりや施

策の立案に活用することを目的としてアンケート調査を実施しました。 

区分 対象 回収率 実施期間 実施方法 

市民 
無作為に抽出した市民

2,000人 

49.4％ 

（有効回収数 988） 

2017年９月15日 

～９月 29日 

郵送配布・ 

郵送回収 

若年者 

市内の中学校及び

高等学校に通う生

徒（協力依頼校） 

中学生 

100人 

100.0％ 

（有効回収数 100） 
2017年 10月 

学校を通じ

た配布・回収 高校生 

380人 

82.9％ 

（有効回収数 315） 

（１）市民意識調査結果 
① 男女の地位の平等感について 

○男女の平等感に関して、「平等」だと感じる割合が最も高い分野は「学校教育の場」となっていま

す。『男性優遇』＊が高い分野は、「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」「社会全体として」

「職場」「家庭生活」となっており、多くの分野で男性の方が優遇されていると感じていることが

わかります。 

○また、経年でみると変化はほとんどみられず、５年間でみて、男女の平等感が高まったといえな

い状況となっています。 

＊『男性優遇』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」 

 『女性優遇』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」 

■各分野における平等感（2017年度調査） （Ｎ＝988） 

※「Ｎ」とは、Number of Casesの略で、設問に該当する回答者総数を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各分野における平等感（2012年度調査） （Ｎ＝1,056） 
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② 家庭における男女共同参画について 

○「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方については、『反対派』＊が『賛成派』＊

を上回り、固定的な性別役割分担意識が薄れてきています。経年でみても『反対派』が増加していま

す。  

＊『賛成派』：「賛成」と「どちらかといえば賛成」  『反対派』：「反対」と「どちらかといえば反対」 

 ■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

○平日に家事・育児・介護などに携わる平均的な時間は、女性では「１時間～３時間未満」が、男

性では「まったく関わっていない」がそれぞれ最も高くなっており、男女で差がみられます。 

 ■平日に家事・育児・介護に携わる平均的な時間 

 

 

 

 

 

 

○男女共同参画社会を実現するために西尾市が取り組むべき役割は、「子育て支援サービスや介護

サービスなどの充実を図る」が最も高くなっています。男女の仕事と家庭生活の両立を支援する

ための環境整備が求められています。 

 ■男女共同参画社会を実現するために西尾市が取り組むべき役割 （Ｎ＝988） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.5 

8.0 

25.2 

31.7 

17.3 

14.6 

16.2 

11.0 

31.6 

32.4 
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2.3 
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2017年度調査

（Ｎ=  988）

2012年度調査

（Ｎ=1,056）

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

どちらともいえない・わからない

不明・無回答

8.4 

30.8 

3.1 

24.6 

5.3 

19.0 

30.9 

18.8 

25.1 

2.3 

22.9 

1.0 

4.3 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

（Ｎ=582）

男性

（Ｎ=399）

まったく関わっていない

30分未満

30分～１時間未満

１時間～３時間未満
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５時間以上

不明・無回答
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『反対派』 

10.7 

12.7 

4.4 

3.4 

1.2 

4.6 

12.9 

3.8 

0% 20% 40% 60%

広報誌やホームページなどで

男女共同参画に関するＰＲを行う

町内会、自治会などの地域活動に

おいて様々な人が活躍できるようにする

男女共同参画条例を制定する

男女共同参画の活動拠点を充実する

（男女共同参画センターの設置など）

その他

特にない

わからない

不明・無回答

20.2 

15.4 

24.9 

46.5 

19.1 

9.8 

21.1 

11.5 
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審議会や各種委員会などに

女性を積極的に登用する

企業や団体等の管理職に

女性の登用が進むよう支援する

学校において男女

平等教育を浸透させる

子育て支援サービスや介護

サービスなどの充実を図る

職場における男女平等に

ついて企業等に働きかける

女性の能力開発や人材

育成などの講座を充実する

男性の家事・育児・介護等への参加を

進めるための講座や啓発を充実する

男女共同参画に関する情報提供や

相談などの場を充実する
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③ 職場における男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの実現について 

○育児休業や介護休業等の認知状況＊は、育児休業制度は約 9割、その他の制度は５割前後となっ

ています。一方で、取得状況は、育児休業制度は約１割、その他の制度は５％以下にとどまって

います。取得できない理由としては「職場に休める雰囲気がないから」が高く、内容や使えるこ

とは周知されていても、職場における「雰囲気」などが理由で使いにくい状況となっています。 

＊認知状況：「内容を知っている」と「内容は知らないが制度名は聞いたことがある」 

■各種制度の認知度（Ｎ＝988）            ■各種制度の取得状況（Ｎ＝656） ※現在働いている人のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■取得できなかった理由 ※育児休業等を「取りたかったが、取れなかった」人のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 女性活躍の推進について 

○女性が増えるとよいと思う職業や役職は、「弁護士、医師などの専門職」「国会議員、都道府県議

会議員、市町村議会議員」「企業の管理職」の割合が高く、多様な分野・職場における様々な職種・

ポジションへの女性の登用に対する意識が高まっています。 

 ■女性が増えるとよいと思う職業や役職 （Ｎ＝988） 
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64.6 

75.5 

84.0 

83.5 

5.8 

6.4 

5.8 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業制度

子の看護休暇制度

介護休業制度

介護休暇制度

取ったことがある

取りたかったが、取れなかった

取りたいと思わなかったので、取らなかった

今まで必要となったことがない

不明・無回答

29.9 

36.8 

1.4 

18.0 

8.8 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

都道府県、市町村の首長

国会議員、都道府県議会

議員、市町村議会議員

その他

特にない

わからない

不明・無回答

35.6 

28.6 

28.7 

37.7 

16.1 

22.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

企業の管理職

国家公務員、地方公務員の管理職

小学校、中学校、高等学校の管理職

弁護士、医師などの専門職

大学、企業などの研究者

自治会、ＰＴＡなどの役員

20.4 

52.7 

9.7 

36.6 

15.1 

28.0 

18.3 

11.5 

47.5 

6.6 

29.5 

14.8 

27.9 

23.0 

37.5 

62.5 

15.6 

50.0 

15.6 

28.1 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80%

経済的に苦しくなるから

職場に休める雰囲気がないから

仕事の評価や昇進に影響するから

自分の仕事には代わりの人がいないから

一度休むと元の職場には戻れないから

法制度が整っていなかったから

（出産・子育て期が育児・介護休業法の制定前だったなど）

その他

全体（Ｎ=93）

女性（Ｎ=61）

男性（Ｎ=32）

※「不明・無回答」はいずれも 0.0％だったため表示していない。 



17 

 
○女性が職業を持つことについての考えでは、『就労継続型』（子どもができても、ずっと職業を持

ち続けるほうがよい）と『再就職型』（子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び職業を

持つほうがよい）が二分しています。全国と比較すると、『再就職型』の割合が高くなっています

が、経年でみると、『就労継続型』を支持する人が増えています。 

 ■女性が職業を持つことについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 配偶者や恋人からの暴力について 

○ＤＶに関して相談できる窓口の認知度は 47.1％で、経年でみると割合が低くなっています。 

○すべての暴力のうち、精神的暴力を受けた割合が女性で 27.8％、男性で 18.1％と、ともに最も

高くなっています。 

○ＤＶ被害を受けた際の対応としては「誰にも相談しなかった」割合が高く、その理由としては「相

談するほどのことではないと思った」が最も高く、被害を受けた認識が薄くなっています。 

■暴力について相談できる窓口の認知度          ■配偶者や恋人からの暴力の経験があった割合 

 ※「何度もあった」と「１～２度あった」割合 

                              

 

 

 

 

 

 

 

■被害経験者のうち誰にも相談しなかった割合      ■相談しなかった理由（上位５位） （Ｎ＝136） 

 ※何らかの暴力の被害経験があった人のみ            ※相談しなかった人のみ 

 

 

          

 

 

  

47.1 

54.9 

49.8 

41.3 

3.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017年度調査

（Ｎ=  988）

2012年度調査

（Ｎ=1,056）

知っている 知らない 不明・無回答

46.3 

33.8 

33.1 

22.8 

14.0 

14.0 

0% 20% 40% 60%

相談するほどのことではないと思った

自分にも悪いところがあると思った

相談しても無駄だと思った

自分さえ我慢すればいいと思った

恥ずかしくて誰にも言えなかった

自分が受けている行為が

暴力とは認識していなかった

2.0 

5.0 

3.9 

35.2 

33.1 

6.7 

7.9 

6.2 

1.6 

3.5 

7.9 

31.2 

45.9 

4.5 

4.5 

1.0 

3.3 

4.7 

8.4 

54.2 

26.3 

3.1 

1.6 

0% 20% 40% 60%

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業を持つほうがよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい

子どもができても、ずっと職業を持ち続けるほうがよい

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい

その他

わからない

不明・無回答

2017年度調査（Ｎ=  988）

2012年度調査（Ｎ=1,056）

全国（2016年度）（Ｎ=3,059）

『就労継続型』

『再就職型』

17.9 

27.8 

8.3 9.1 9.4 
6.6 

18.1 

0.5 
3.3 2.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

身体的暴力 精神的暴力 性的暴力 経済的暴力 社会的暴力

（％）

女性（Ｎ=582） 男性（Ｎ=399）

41.4 

63.4 

0% 20% 40% 60% 80%

女性（Ｎ=203）

男性（Ｎ=82）
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28.0

42.0

4.0 5.0

39.0

16.0

30.0
36.039.0

25.0

74.0
68.0

37.0

45.0

36.0
29.0

26.0

6.0
15.0 15.0

2.0

16.0
9.0

21.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

家庭生活 職場 学校教育の場 地域活動の場 政治の場 法律や制度の上 社会通念・慣習

・しきたりなど

社会全体として

（％）

男性優遇 平等 女性優遇

15.9

31.1

4.5 5.4

32.7

14.0
21.6

29.9

57.1

23.5

61.0 61.0

34.6

44.1
38.7

32.1

12.4
6.7

18.4

2.8 1.3

13.4
6.3 8.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

家庭生活 職場 学校教育の場 地域活動の場 政治の場 法律や制度の上 社会通念・慣習

・しきたりなど

社会全体として

（％）

男性優遇 平等 女性優遇

 

⑥ 理想とする暮らし方について 

○実際の暮らし方と理想の暮らし方の差をみると、特に男性で、仕事に偏重した生活バランスとな

っており、家庭を優先できていない状況にあることがわかります。 

○理想として優先したいものには“家庭生活”“個人の生活”が男女とも上位となっています。特に

“個人の生活”をみると、女性は男性と比べ実際と理想に大きな差があり、女性は男性に比べ自

身の時間より周囲への時間を優先している状況がうかがえます。 

■実際の暮らし方と理想の暮らし方（女性）（Ｎ＝582）  ■実際の暮らし方と理想の暮らし方（男性）（Ｎ＝399） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）若年者調査結果 
① 固定的な性別役割分担意識に基づく教育について 

○男女の平等感に関して、「平等」だと感じる割合が高い分野は「学校教育の場」「地域活動の場」

となっています。14ページの市民意識調査と比較すると、すべての分野で市民意識調査より『男

性優遇』＊が低く、「平等」が高くなっていますが、「政治の場」「職場」では、中高生いずれも『男

性優遇』が 30％を超えて高くなっています。これらは、中高生にとって直接関わるものではな

いことから、社会環境全体から感じ取っている印象であると考えられます。 

＊『男性優遇』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」 

 『女性優遇』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」 

■各分野における平等感（中学生） （Ｎ＝100） 

 

 

 

 

 

 

 

■各分野における平等感（高校生） （Ｎ＝315） 

 

 

 

 

 

 

56.9 

45.6 

9.5 

40.9 

0.3 

3.3 

2.5 

22.1 

61.7 

9.3 

53.6 

0.5 

4.0 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事

家庭生活

地域の生活

個人の生活

その他

わからない

不明・無回答

実際に優先しているもの

理想として優先したいもの

41.9 

70.4 

4.0 

27.7 

0.7 

1.7 

4.1 

21.0 

71.8 

5.2 

51.7 

0.5 

2.6 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80%

仕事

家庭生活

地域の生活

個人の生活

その他

わからない

不明・無回答

実際に優先しているもの

理想として優先したいもの
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② 仕事への考え方について 

○昇進への希望は、「がんばってできるだけ昇進したい」が、中学生では男女差はみられませんが、

高校生になるとその割合が女性で低くなっています。年齢が上がるにつれて、女性が昇進に消極

的になっている状況がうかがえます。 

○中高生の女子生徒は、男子生徒に比べて、将来の暮らし方として「共働きをしたい」の割合が高

くなっています。男子生徒は、「共働きをしたい」が高校生では中学生の約半分となっています。 

■昇進への希望                    ■共働きへの意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 交際相手からの暴力について 

○高校生が交際相手から受けた暴力は、「友人との付き合いを制限されたり、電話やメールをチェ

ックされたりした」が女性で 3.4％、男性で 8.5％と、男性の被害割合が高くなっています。 

○交際相手からの暴力について相談できる窓口の認知度は、13.0％にとどまっており、相談窓口

についてのさらなる周知が必要となっています。 

○ＤＶ被害を受けた際の対応としては「誰にも相談しなかった」割合が女性、男性ともに約 6割と

高くなっています。その理由は、市民と同様に「相談するほどのことではないと思った」が最も

高くなっています。 

■交際相手からの暴力の経験 ※交際相手がいる（いた）人のみ  ※「何度もあった」と「１～２度あった」割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交際相手からの暴力について相談できる窓口の認知度  ■被害経験者のうち誰にも相談しなかった割合       

 ※何らかの暴力の被害経験があった人のみ 

 

 

  

40.9 

42.9 

29.7 

46.8 

29.5 

46.4 

50.0 

38.5 

18.2 

7.1 

12.0 

5.1 

11.4 

3.6 

7.6 

9.6 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生・女性

（Ｎ=44）

中学生・男性

（Ｎ=56）

高校生・女性

（Ｎ=158）

高校生・男性

（Ｎ=156）

がんばってできるだけ昇進したい

できれば昇進したい

昇進しなくてもよい

わからない

不明・無回答

63.6 

41.1 

56.3 

20.5 

11.4 

14.3 

10.8 

21.2 

25.0 

44.6 

32.9 

58.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生・女性

（Ｎ=44）

中学生・男性

（Ｎ=56）

高校生・女性

（Ｎ=158）

高校生・男性

（Ｎ=156）

共働きをしたい

共働きをしたくない

わからない

不明・無回答

13.0 64.1 22.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生

（Ｎ=315）

知っている 知らない 不明・無回答

2.3 

2.2 

3.4 

2.3 

0.0 

3.4 

2.8 

2.8 

4.3 

1.4 

2.8 

8.5 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

殴られたり、蹴られたり、物を投げられたりした

大声で怒鳴られたり、長期間無視されたり、ののしられたりした

嫌がっているのに、体をさわったり、キスなどの行為を強要された

裸の写真を撮影されたり、画像や動画などをネット上に配信されたりした

いつもおごらされたり、貸したお金を返してもらえなかったりした

友人との付き合いを制限されたり、電話やメールをチェックされたりした

（％）
高校生・女性（Ｎ=87）

高校生・男性（Ｎ=70）

62.5 

60.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

高校生・女性

（Ｎ=8）

高校生・男性

（Ｎ=10）

（％）
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 ３ 職員意識調査からみる男女共同参画の状況 

 市職員の男女共同参画に関する実態、業務における意識等を把握し、計画づくりや施策の立案に

活用することを目的としてアンケート調査を実施しました。 

区分 対象 回収率 実施期間 実施方法 

職員 

西尾市役所の職員 1,165人 

（特別職、医療職、再任用職員、嘱

託職員、出張・休職中で調査期間中

に不在の職員は対象外） 

84.1％ 

（有効回収数 980）

2017年 

12月 

庁内システムを

通じた配布・回

収、紙による回収 

 

（１）職場の男女共同参画について 
○職場における男女の平等感に関して、ほとんどの項目で「平等」が最も高くなっていますが、「昇

任・昇格」では『男性優遇』＊も高く、「育児等休暇の取得のしやすさ」では『女性優遇』が最も

高くなっています。 

○管理職や昇進への希望については、女性職員の 36.5％が「望まない」と回答し、男性職員と比

べて高くなっています。理由としては男性よりも「管理職を務める自信がない」「家庭・育児等と

の両立が難しそう」が高くなっています。 

＊『男性優遇』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」 

 『女性優遇』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」 

■職場における男女別の平等感 （Ｎ＝980） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■管理職や昇任への希望               ■昇進・昇格を望まない理由    

 ※昇進・昇格を「望まない」「どちらでもよい」人のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.8 

41.7 

36.5 

15.4 

47.2 

40.7 

2.9 

1.8 

0.5 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員・女性

（N=375）

職員・男性

（N=604）

望む 望まない

どちらでもよい その他

不明・無回答

31.8 

42.4 

54.1 

6.4 

45.2 

20.4 

0.3 

9.9 

0.0 

49.0 

38.1 

29.5 

10.3 

8.8 

12.4 

0.3 

13.6 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80%

昇任することに魅力を感じない

責任が重くなるから

管理職を務める自信がない

他にライフワークがあるため

責任ある立場は望まない

家庭・育児等との両立が難しそう

残業や休日出勤が増える

配偶者・パートナーよりも

昇任した場合、気が引ける

その他

不明・無回答

職員・女性

（N=314）

職員・男性

（N=339）

15.7 12.9 13.7

30.7

9.9
8.9

1.1

46.6 48.8
44.3

32.1

49.2

59.7

21.4

9.9 11.4

3.7 1.5 1.8 1.5

39.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

募集や採用 仕事の内容、

職務分担

人事異動 昇任・昇格 上司からの評価 研修や会議、

出張の機会

や内容

育児等休暇の

取得のしやすさ

（％）

男性優遇 平等 女性優遇
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（２）配偶者や恋人からの暴力について 
○職務上において、ＤＶの相談を受けた経験の有無は、「あった」が約 1割となっています。 

○ＤＶの相談を受けて困ったことは、「緊急性などの判断に迷った」が最も高く、次いで「声かけの

仕方や、相談を受ける際に注意しなければならない事項がわからなかった」となっています。職

員に対し、適切な対応ができるような指導や啓発が求められます。 

■職務上でＤＶの相談を受けた経験の有無（Ｎ＝980） ■ＤＶの相談を受けて困ったこと（上位５位）（Ｎ＝103） 

※相談経験があった人のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）業務上の意識について 
○「第２次西尾市男女共同参画プラン」の認知度は、「知らなかった」が約３割となっています。ま

た、業務で男女共同参画の視点から気をつけていることが「特にない」が半数を超えています。

性別への配慮が必要な業務において、適切な対応ができるよう、全庁的に意識づけをすすめる必

要があります。 

■「第２次西尾市男女共同参画プラン」の認知度  ■業務で男女共同参画の視点から気をつけていること（上位５位） 

（Ｎ＝980）                         （Ｎ＝980） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あった

10.5 ％

なかった

89.0 ％

不明・無回答

0.5 ％

内容まで詳しく

知っている 9.3%

あることは知っ

ているが、内容

までは知らない

58.1%

知らなかった

32.1%

不明・無回答

0.5%

45.6

28.2

21.4

20.4

15.5

0% 20% 40% 60%

緊急性などの判断に迷った

声かけの仕方や、相談を受ける際に注意

しなければならない事項がわからなかった

どのくらいまでの行為がＤＶ

なのか、わからなかった

長時間にわたる相談や時間外での

対応があり、他の業務に支障が出た

どの専門機関につなげば

よいか、わからなかった

57.0 

14.5 

13.3 

12.7 

9.9 

0% 20% 40% 60% 80%

特にない

事業の企画・立案・実施の各段階で、

男女双方が参画するようにしている

発行物において、固定的な性別役割

分担に基づく表現をしないようにしている

イベントの際に託児の受け入れや授乳室を

設けるなど、子育て世代への配慮を行っている

市民参加の会議などにおいて、委員が

どちらか一方の性別に偏らないようにしている
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 ４ 企業・団体調査からみる男女共同参画の状況 

 西尾市内で事業を行う企業・団体の男女共同参画に関する意識や実態、今後の方向性、優良事例

等を把握し、計画づくりや施策の立案に活用することを目的としてアンケート調査及び面談調査を

実施しました。 

区分 対象 回収率 実施期間 実施方法 

企業 

市内のファミリー・フ

レンドリー企業※１、ま

たは、女性の活躍促進

宣言※２を行っている

企業：50社 

54.0％ 

（有効回収

数 27） 

2017年 

10 月２日～

10月 16日 

郵送配布、郵送・ＦＡＸによる

回収 

アンケート調査に回答があった

企業のうち２社へ面談ヒアリン

グを実施 

団体 
市内で活動する各種団

体：36団体 

88.9％ 

（有効回収

数 32） 

2017年 

12月 

郵送配布・郵送回収 

アンケート調査に回答があった

団体のうち２団体へ面談ヒアリ

ングを実施 

自主 

防災会 

市内の自主防災会： 

37団体 

59.5％ 

（有効回収

数 22） 

2017年 

12月 
郵送配布・郵送回収 

※１ ファミリー・フレンドリー企業：県が募集する、男女ともに仕事と家庭の両立ができる様々な制度と職場環境を持

つ企業。 

※２ 女性の活躍促進宣言：県が募集する、女性の活躍促進に向けた取組みを表明する「宣言」を提出した企業。 

 

（１）企業調査結果 
○女性の管理職登用への意向は、55.5％が前向きな意向となっています。 

○女性従業員に多い働き方の状況は、「育児休業などを活用して仕事を続ける」が高くなっており、

結婚や妊娠・出産に関わらず継続して働く女性が増えています。 

■女性の管理職登用への意向 企業（Ｎ＝27）      ■女性従業員に多い働き方の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積極的に登用

していきたい

25.9 ％

できるだけ登用

していきたい

29.6 ％

特に登用して

いく考えはない

37.0 ％

不明・無回答

7.4%

11.1 14.8 

0.0 

48.1 

3.7 

18.5 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業

（N=27）

結婚を機に退職する

妊娠・出産を機に退職する

介護を機に退職する

育児休業などを活用して仕事を続ける

女性従業員がいない

その他

不明・無回答

女性の管理職への 

登用に前向きな意向 

55％ 

○企業としては、女性の役職者を増やしたいが、女性自身に昇進の意向がない場合も多いとい

う状況がありました。責任や負担の重さ、家庭との両立のしにくさなどが背景にあるようで

す。 

○男性に比べて女性の勤務年数が短く、管理職を担う年齢に達する女性社員が少ないことが女

性の管理職が増えない要因ともなっており、女性の職場定着も課題となっています。 

面談調査では… 
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○職場環境では、「休暇の取得」「労働時間や残業」における『女性優遇』＊、「賃金」「人事配置や昇

進」「募集や採用の条件」における『男性優遇』＊の割合が高く、男女差が大きくなっています。 

＊『男性優遇』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」 

 『女性優遇』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」 

■職場における平等感 企業（Ｎ＝27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）団体調査結果 
○日頃の団体の活動について、約７割が何らかの男女共同参画の視点での取組みを実践しており、

そのうち約２割が変化を実感しています。変化した内容からも、良い効果が生まれている状況が

うかがえます。 

 ■団体の活動において日頃意識していること 団体（Ｎ＝32）      ■取組みによる団体の変化 団体（Ｎ＝23） 

 ※活動において男女共同参画の視点での取組み

を意識している団体のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.0
40.7

14.8

0.0

44.4

0.0 0.0

55.6

44.4

77.8
96.3

48.1

59.3
51.9

0.0
3.7

0.0 0.0 0.0

37.0

44.4

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

募集や採用の条件 人事配置や昇進 教育や研修制度 定年・退職 賃金 休暇の取得 労働時間や残業

（％）

男性優遇 平等 女性優遇

34.4 

31.3 

28.1 

25.0 

18.8 

12.5 

9.4 

9.4 

6.3 

28.1 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

会議において、性別に関わらず積極的に

意見が出るような工夫をしている

リーダーや役員を選出する際、

性別が偏らないようにしている

メンバーに対し、男女共同参画に関する

行事やイベントへの参加を促している

活動やイベントの際に、子育てや介護をしている

メンバーに配慮している（開催時間、日程など）

会議等におけるお茶くみ、資料準備等

の補助的用務を男女双方で担うようにしている

団体が作成する発行物において、固定的な性別

役割分担に基づく表現をしないようにしている

活動に関連する事柄において、特に女性

の活躍に関する情報などを共有している

男女共同参画社会を実現すること

を団体の活動目標の一つとしている

その他

特にない

不明・無回答

男女共同参画

の視点での 

取組みを実践 

変化が

あった

21.7%

変化はなかった

73.9%

不明・無回答

4.3%

○雰囲気が良くなった。意見が

出やすい場になっている。 

○女性ならではの意見をイベン

トなどに活かす事ができた。 

○家庭、仕事が優先という意識

の中で、都合のつく者が協力

して行事を行っていくという

スタンスが定着している。 

変化したこと（一部抜粋） 
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○地域の自主防災会における役員の割合において、女性役員は約２割にとどまっています。 

○地域の自主防災活動おける女性参画の割合は、『参画している』＊割合が約 6割となっています。

また、現在、組織で女性が担っている役割・活動は、全体的に【防災計画実施時について】の割

合が高く、【組織運営について】の割合は低くなっています。女性が組織の方向性の決定に十分に

参画できていないことがうかがえます。 

○防災・災害対策で性別に配慮して取り組む必要があると思うことは、「災害時の救急医療体制」、

「避難所の設備」などがあげられています。 

＊『参画している』：「十分参画している」と「どちらかといえば参画している」 

■地域の自主防災会における役員の割合        ■地域の自主防災活動における女性参画の割合 

自主防災会（Ｎ＝513）                   自主防災会（Ｎ＝22） 

 

 

 

 

 

 ■現在、組織で女性が担っている役割・活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防災・災害対策で性別に配慮して取り組む必要があること 自主防災会（Ｎ＝22） 

  

男性役員

79.1 ％

女性役員

20.9％

十分参画

している

22.7 ％

どちらかといえば

参画している

40.9 ％

どちらかと

いえば参画

していない

36.4 ％

まったく参画していない

0.0%

95.5 

81.8 

77.3 

54.5 

50.0 

4.5 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

災害時の救急医療体制

避難所の設備

避難物資の準備やそれらを支給する際の配慮

被災者に対する相談体制

避難所運営にあたっての役割分担の決定方法

その他

不明・無回答

18.2 

27.3 

4.5 

9.1 

9.1 

50.0 

40.9 

63.6 

27.3 

54.5 

4.5 

4.5 

22.7 

63.6 

63.6 

59.1 

50.0 

9.1 

40.9 

54.5 

40.9 

45.5 

36.4 

59.1 

13.6 

13.6 

0% 25% 50% 75% 100%

役員としての意思決定の場への参画

防災訓練等の企画・立案や関係機関等との連絡調整

広報誌やホームページを使った団体の活動紹介、

防災に関する情報提供の企画・編集

会計事務等のデスクワーク作業

（組織運営について）その他

消火訓練の実施

救出・救護訓練の実施

給食・給水訓練の実施

避難所運営訓練

防災訓練等の手伝い（準備、片付け、その他雑務）

防災マップの作成と周知

（防災計画実施時について）その他

不明・無回答

女性が担っている役割・活動（N=22）

女性が今後、担うべき役割・活動（N=22）

 
 

【
組
織
運
営
に
つ
い
て
】 

【
防
災
計
画
実
施
時
に
つ
い
て
】 

 

参画している 



25 

 

 ５ 第２次西尾市男女共同参画プランの進捗状況 

 「第 2次西尾市男女共同参画プラン」の数値目標の達成状況は以下の通りとなっています。「市

民活動団体との協働事業の実施数」「25～44 歳の女性の労働力率」「家族経営協定締結数」「肺が

んの受診率」「ＤＶ防止に関する啓発回数」で改善がみられましたが、他の指標はＤ（策定時より悪

化）が多くなっています。 

【評価基準】 

Ａ：2018年度の目標値を達成     Ｂ：2018の目標値は達成できていないが策定時より改善 

Ｃ：策定時からほぼ変化せず     Ｄ：策定時より悪化 
 

基本目標 指標 策定時 直近値 
目標値 

評価 
2018年度 2023年度 

１ 政策・方針決定の

場への女性の参画を

すすめます 

審議会等における

女性委員の割合 

23.8％ 

（2013） 

21.1％ 

（2017） 
30％ 40％ Ｄ 

市役所の管理職に

おける女性の割合 

12.0％ 

（2013） 

11.5％ 

（2017） 
13％ 15％ Ｄ 

２ 男女共同参画の

考え方をまなびます 

男女共同参画に関

する講座・セミナ

ーの参加人数 

600人 

（2012） 

550人（予定）

（2017） 
700人 800人 Ｄ 

３ 男女共同参画 

社会を支える環境整

備をすすめます 

市民活動団体との

協働事業の実施数 

５事業 

（2012） 

６事業 

（2017） 
６事業 ７事業 Ａ 

４ 男女がともに 

仕事と家庭生活を両

立できる環境をつく

ります 

25～44歳の女性の

労働力率 

69.9％ 

（2010） 

※旧三町を除く 

73.5％ 

（2015） 

※旧三町を含む 

73.0％ 

（2015） 

76.0％ 

（2020） 
Ａ 

家事・育児・介護に

関わらない男性の

割合 

33.3％ 

（2012） 

30.8％ 

（2017） 
28.0％ 23.0％ Ｂ 

家族経営協定締結

数 

52世帯 

（2012） 

60世帯 

（2017） 
60世帯 65世帯 Ａ 

５ 男女が健康で、 

安心して暮らせるま

ちをつくります 

がん検診受診率 

肺がん 

25.3％ 

（2011） 

肺がん 

30.6％ 

（2015） 

肺がん  

28.0％ 

肺がん  

30.0％ 
Ａ 

子宮がん 

22.2％ 

（2011） 

子宮がん 

21.1％ 

（2015） 

子宮がん 

27.0％ 

子宮がん 

29.0％ 
Ｄ 

乳がん 

17.3％ 

（2011） 

乳がん 

17.9％ 

（2015） 

乳がん  

21.0％ 

乳がん  

22.0％ 
Ｂ 

６ 防災・災害時対策

における男女共同参

画をすすめます 

防災講座での女性

の参加者割合 

9.3％ 

（2013） 

11.0％ 

（2017） 
15％ 20％ Ｂ 

７ 男女間のあらゆ

る暴力をなくします 

ＤＶ防止に関する

啓発回数 

0回 

（2012） 

2回 

（2017） 
2回 4回 Ａ 
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 「第 2 次西尾市男女共同参画プラン」の 7 つの基本目標を構成する各施策について、担当課に

よる進捗状況をまとめました。 

 全体としては、Ａ評価が約４割～９割となっており、多くの施策が順調に推進されています。一

方で、数値目標の達成状況との乖離がみられるため、各施策の実施内容等を工夫する必要がありま

す。 

 Ａの評価が最も多かった項目は『６ 防災・災害時対策における男女共同参画をすすめます』で

あり、防災関連の各種事業がすすめられている一方、組織運営についての女性の参画がすすんでい

ないという課題もみられます。その他、『５ 男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります』

では妊娠・出産が安心してできる取組み、『７ 男女間のあらゆる暴力をなくします』では、ＤＶ等

に対する相談体制の充実やＤＶ等の被害があった際の支援がすすめられ、Ａ評価が8割前後と高く

なっています。また『４ 男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境をつくります』『２ 男女

共同参画の考え方をまなびます』も、ワーク・ライフ・バランスに関する啓発や子育て支援サービ

スの充実、学校での男女平等教育等が推進されて、Ａ評価の割合が高いものの、セミナー・講座等

の参加者の少なさや男女の偏り、企業に対する働きかけの不足、男女共同参画に関する情報提供が

不十分といった課題もみられます。 

 『３ 男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます』は、Ａ、Ｂの評価が同じとなっていま

す。団体調査では男女共同参画の視点からの取組みがすすんでいるという結果でしたが、担当課の

実感としては市民活動団体等での男女共同参画の意識がほとんど浸透していない状況となってい

ます。 

 『１ 政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます』は、Ｂ評価の割合が高くなっています。

審議会等への女性委員の登用について担当職員の意識は高くなっていますが、同一人物が選任され

る状況があり、選任方法の見直しが必要となっています。また、地域においては、慣習などによっ

て女性の参画がすすんでいない状況がみられます。 

■「第２次西尾市男女共同参画プラン」の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.7

53.8

50.0

62.1

87.5

88.9

76.7

50.0

38.5

50.0

20.7

0.0

11.1

13.3

8.3

7.7

0.0

17.2

12.5

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

１ 政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます

２ 男女共同参画の考え方をまなびます

３ 男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます

４ 男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境をつくります

５ 男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります

６ 防災・災害時対策における男女共同参画をすすめます

７ 男女間のあらゆる暴力をなくします

（％）

A（計画どおり進行中）

B（概ね計画どおりだが、一部未実施）

C（未着手）

D（実施していない）

0.0
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 第３章 

プランの基本的な考え⽅ 
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 １ 基本理念 

 本市では、2014年（平成 26年）に策定した「第 2次西尾市男女共同参画プラン」において、

「男女の平等」と「男女の自立」を基本理念とし、性別に関わりなく、男女がそれぞれの個性と能

力を十分に発揮し、多様性を認め合える男女共同参画社会の実現を目指してきました。 

 「男女の平等」とは、男女が社会の対等な構成員として、政治、政策・方針決定過程、地域社会、

家庭生活、労働、教育などのあらゆる場にともに参画することです。 

 「男女の自立」とは、男女がお互いを尊重し、一人ひとりが経済的、生活的、精神的に自立した

豊かな生活を営むことです。 

 本プランでも、基本的な考え方は継承し、「男女の平等」と「男女の自立」を基本理念とします。 

 また、「第 2次西尾市男女共同参画プラン」においては、市民が男女共同参画をより身近に感じ

ることができるよう、「男女がともに 心豊かに暮らせるまち にしお」をキャッチフレーズとして

掲げました。本プランでも、女性だけ、男性だけではなく、誰もが心豊かに暮らせる西尾市となる

ようこのキャッチフレーズを継承します。 

 

■第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）の基本理念 

 

 

 

 

 

 

■第２次西尾市男女共同参画プラン（改訂版）のキャッチフレーズ 
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 ２ 基本目標 
  

基本目標１   政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 

 様々な分野で多様な価値観と発想が取り入れられるよう、政策・方針決定過程への女性の参画を

拡大するとともに、企業や団体等への働きかけを行います。 

 

基本目標２   男女共同参画の考え方をまなびます 

 誰もが男女共同参画について正しく認識できるよう、男女共同参画に関する広報・啓発を行うと

ともに、学校教育を含め、市民が男女共同参画についてまなぶ機会を提供します。 

 

基本目標３   男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます 

 男女共同参画に関する市民活動団体による主体的な活動の促進と、市役所内の意識づくりをすす

め、全市的に男女共同参画が推進されやすい環境づくりを行います。 

 

基本目標４   男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境をつくります 

 職場における男女共同参画、子育て支援の機運の醸成を図るとともに、子育てや介護等の福祉サ

ービスの充実により、仕事を持つ男女のワーク・ライフ・バランスを推進します。 

 

基本目標５   男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります 

 男女共同参画社会形成の基盤となる、生涯を通じて健康で安心して心豊かに暮らせる環境を整備

するため、男女の性別の違いを踏まえた健康づくり、高齢者福祉、障害者福祉を推進します。 

 

基本目標６   防災・災害対策における男女共同参画をすすめます 

 防災、災害時、復旧・復興時の各段階において、男女共同参画の視点に基づいた対策を講じます。 

 

基本目標７   男女間のあらゆる暴力をなくします 

 西尾市におけるＤＶ対策基本計画として位置づけ、児童虐待防止対策等と連携を図りつつ、ＤＶ

の防止、被害者支援、自立支援等の一体的な対策をすすめます。 

  

西尾市ＤＶ対策基本計画 

西尾市女性活躍推進計画 

西尾市女性活躍推進計画 
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 ３ 施策体系 

    

基本目標 施策の方向性 
重点的 

取組み 
施策番号 ページ数 

１ 政策・方針決

定の場への女性の

参画をすすめます 

 

西尾市女性活躍 

推進計画 

（１）審議会等委員への女性の積極的登用  １、２ 39 

（２）地域や企業・各種団体等における女性の 

参画促進 
１ ３～５ 40 

（３）市役所等における男女共同参画の推進 ２ ６～８ 40 

２ 男女共同参画

の考え方をまなび

ます 

（１）男女共同参画に関する調査及び情報の収集・ 

提供 
 ９～11 42 

（２）男女共同参画に関する広報・啓発の推進 ３ 12～15 42 

（３）男女共同参画に関する学習機会の提供  16、17 43 

（４）児童生徒等への男女共同参画の理解促進 ４ 18～22 43 

３ 男女共同参画

社会を支える環境

整備をすすめます 

（１）市民との協働による男女共同参画の推進  23、24 45 

（２）男女共同参画を推進する市職員への意識づくり 5 25、26 45 

４ 男女がともに

仕事と家庭生活を

両立できる環境を

つくります 

 

西尾市女性活躍 

推進計画 

（１）企業における環境整備 ６ 27～30 47 

（２）女性の就業機会の拡大  31、32 47 

（３）農・水産業、商工業等の自営業における 

男女共同参画の推進 
 33、34 47 

（４）仕事と家庭生活の両立に向けた意識啓発 ７、８ 35～38 48 

（５）仕事と家庭生活の両立に向けた支援  39～42 48 
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基本目標 施策の方向性 
重点的 

取組み 
施策番号 ページ数 

５  男女が健康

で、安心して暮ら

せるまちをつくり

ます 

（１）安全・安心な妊娠・出産への支援  43～45 49 

（２）生涯を通じた男女の健康の保持・増進  46、47 50 

（３）男女共同参画の視点に立った高齢者福祉・ 

障害者福祉の推進 
９ 48、49 50 

６ 防災・災害対

策における男女共

同参画をすすめま

す 

（１）防災分野の方針決定過程における男女共同 

参画の推進 
10 50～52 51 

（２）防災・災害・復興時における男女共同参画 

の推進 
11 53～56 52 

７ 男女間のあら

ゆる暴力をなくし

ます 

 

西尾市ＤＶ対策 

基本計画 

（１）人権尊重の意識づくり 12 57～61 54 

（２）ＤＶについて相談しやすい環境づくり 13 62～65 55 

（３）ＤＶ被害者への支援の充実  66～70 56 

（４）さらなるＤＶ対策の強化  71 56 
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 ４ 重点的取組み 

 アンケート調査や面談調査の結果を踏まえて、プランの実効性を高めるための重点的取組みを設

定しました。各担当課が課題を認識し、注力して取組みを推進します。   基本目標１ 政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 
重点的取組み１ 地域の団体等への男女共同参画の推進（施策 No.３、４、５…40ｐ） 

 団体調査等によると、町内会や地域活動団体などにおける方針決定の場への女性の参画に関し、

過半数が必要性を感じています。地域の団体等への情報提供等により、女性が参画しやすい環境づ

くりを推進します。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

情報提供方法 

の検討 

情報提供物の 

準備 
実施 ⇒ ⇒ 

研修会・交流会
の実施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

重点的取組み２ 管理職への女性の積極的登用（施策 No.６…40ｐ） 

 職員意識調査によると、女性職員は男性職員に比べ昇進を望まない人が多くいました。その理由

としては、「自信がない」「家事・育児との両立」があげられています。このような管理職へのマイ

ナスイメージを軽減するため、多様な模範となる職員・教員を育成し、管理職にふさわしい人材育

成能力の開発を行うとともに、ロールモデルとなる女性職員・教員を育成します。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

研修内容確認 

及び実施 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

キャリア形成を
意識した女性 

職員・教員の 

人員配置 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

   基本目標２ 男女共同参画の考え方をまなびます 

重点的取組み３ 対象に応じた男女共同参画に関する情報提供等の推進 

（施策 No.12、13、14…42ｐ） 

 各種調査によると、男女共同参画そのものに問題意識を持っていない市民が多い傾向がみられま

した。特に男性、無関心層等の興味・関心を高めるため、対象に応じた情報提供やイベント等の実

施、テーマの設定方法やアプローチ方法の工夫等をすすめます。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

テーマ設定 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 

アプローチ 

方法の検討 
実施 ⇒ ⇒ ⇒ 
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重点的取組み４ 教育の場での発達段階に応じた男女共同参画の推進 

（施策 No. 19、22…43ｐ） 

 男女共同参画の効果的な啓発には、園児や小学生、中高生などの保育・教育をはじめ、すべての

教育活動の場を通じて男女共同参画意識の定着を図る必要があります。家庭及び地域における教育

に加え、教育機関及び講習会等を通じ、発達段階に応じた適切な啓発をすすめます。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

啓発対象の実態
把握と発達段階
に応じた適切な

啓発 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 
   基本目標３ 男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます 

重点的取組み５ 男女共同参画に対する市職員・教員への研修の実施（施策 No.25…45ｐ） 

 各種意識調査によると、「昇任・昇格」では男性重視、「育児休暇の取得のしやすさ」では組織的

に男性が取得しづらい傾向にあり、未だ職場環境における男女差がみられます。推進主体である市

職員・教員の意識改革をすすめるためにも、市職員・教員を対象とした研修を実施し、男女共同参

画の視点に立った職場環境・風土の改善に努めます。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

研修の内容確認
及び実施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

   基本目標４ 男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境をつくります 
重点的取組み６ 職場における男女共同参画の啓発・情報提供（施策 No.27…47ｐ） 

 企業調査等によると、企業では女性の管理職登用の意向がみられるものの、実態としてまだすす

んでいない現状がみられます。企業へ事例等の情報提供や、女性活躍がすすんでいる企業との交流

機会を設置し、登用促進を図ります。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

講演会・セミナ
ー等の開催 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

情報・意見交換
会の準備 

講演会・セミナー
等に合わせた実施 

⇒ ⇒ ⇒ 
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重点的取組み７ 仕事・家庭・個人生活のバランスに関する啓発（施策 No.35…48ｐ） 

 市民意識調査によると、「仕事」「家庭」だけでなく「個人の生活」も含めてバランスよく実現し

たいという意見が多くみられました。男女がともに「仕事」「家庭」「個人の生活」のバランスが取

れるよう、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）の考え方や重要性について啓発を

行います。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

取組み手法の検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 

 
 

重点的取組み８ 男性の家庭参加の促進（施策 No.36、37…48ｐ） 

 各種調査によると、女性は結婚・出産後も就労を継続する人が増加しているのに対し、男性の約

半数は家事・育児・介護負担が 30分以下と少なくなっています。女性活躍の推進と合わせて、男

性の育児休業取得や家庭生活への参加促進に向けた取組みをすすめます。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

育児・介護等に
関する学習機会
の提供 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

企業・市職員等
への情報提供 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

   基本目標５ 男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります 

重点的取組み９ 高齢期の男女共同参画に関する意識啓発（施策 No.48…50ｐ） 

 各種調査によると、高齢者は固定的な性別役割分担意識が強い傾向がみられました。今後のさら

なる高齢化の進行を見据え、介護予防対策等を通じた意識啓発や、高齢男性の家事能力の向上、高

齢女性の経済的な問題への対応など、男女共同参画の視点に立った支援や、高齢者への意識啓発を

すすめます。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

意識啓発方法の
検討 

既存事業を 

通じた実施 
⇒ ⇒ ⇒ 
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   基本目標６ 防災・災害対策における男女共同参画をすすめます 

重点的取組み 10 防災・災害時における意思決定の場への女性の参画推進 

（施策 No. 50、51、52…51ｐ） 

 団体調査によると、地域の防災活動において、組織運営については女性の参画がすすんでいない状況

がみられました。防災訓練や災害発生時において女性の意見も反映されるよう、自主防災会に対し女性

の参画を促し、意思決定の場での女性視点の意見の取り入れを図ります。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

ＰＲ手法の検討 
自主防災会への
働きかけ 

⇒ ⇒ ⇒ 

 
 

重点的取組み 11 男女共同参画の視点に立った防災対策に関する啓発 

（施策 No.53、55…52ｐ） 

 団体調査によると、避難所や備蓄などにおいても、女性の視点を反映させた整備が必要という意

見がみられました。東日本大震災や熊本地震などの事例も踏まえながら、防災訓練や災害発生時に

おける男女共同参画の必要性について市民に周知・啓発を行います。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

避難所の設備・
備蓄状況の整理 

自主防災会、 

防災訓練実施時 

の情報提供 

⇒ ⇒ ⇒ 

 
   基本目標７ 男女間のあらゆる暴力をなくします 

重点的取組み 12 ＤＶ等防止のための啓発と情報提供の充実（施策 No.57、61…54ｐ） 

 市民意識調査や若年者調査によると、どのようなことが人権侵害なのか、ＤＶとはどのようなも

のなのかについての理解がされていない傾向がみられました。中高生等の若いうちから暴力の種類

に関する情報提供や、デートＤＶ（交際相手からの暴力）を含むＤＶ防止のための啓発を行います。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

啓発・情報提供
方法の検討 

準備 実施 ⇒ ⇒ 

 

重点的取組み 13 ＤＶ相談体制の充実（施策 No.62…55ｐ） 

 ＤＶ等の暴力は被害の潜在化が懸念されるため、相談しやすい窓口づくりをすすめます。また、

ＤＶは様々な家庭の問題が絡み合っていることも多いため、庁内や関係機関との連携体制の強化を

図ります。 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

相談窓口の周知 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

関係課との連携 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
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基本目標別の内容 
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【第４章の見方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 基本目標１  政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 
  

   
 男女共同参画社会を実現するには、あらゆる場面で男女双方の視点を取り入れることが重要です。

政策・方針決定については、これまで社会全体として男性にゆだねられることが多くなっていまし

たが、多様なニーズを反映した政策・方針を示すためにも、女性の参画促進が求められます。 

 本市の女性議員や、各種委員会、地域の組織における女性委員の数は、ここ 10年くらいで大き

な変化はみられず、政策の決定等における女性参画の促進が課題となっています。選任方法や地域

の慣習によって女性が委員となりにくい状況があるため、固定的な性別役割分担の意識を解消する

アプローチが必要となっています。 

 市民意識調査では、女性が増えるとよいと思う職業や役割について、「企業の管理職」が高くなっ

ており、職場における女性の登用に対する関心が高まっています。企業調査によると、女性の管理

職登用への前向きな意向がある企業が半数以上にみられました。一方で、企業への面談調査では、

責任や負担の重さ、家庭との両立のしにくさなどを背景に、女性自身に昇進の意向がない場合も多

い、という実態もみられました。女性の管理職登用の機運が高まるなか、女性に対する意識づくり

と男性の家庭内での協力をすすめる必要があります。 

 市役所では、2017年（平成 29年）に「女性活躍推進法」に基づく「西尾市特定事業主行動計

画」を策定し、女性職員の活躍の推進に向けた体制整備をすすめています。市役所における女性管

理職の割合は 2018年（平成 30年）４月時点で 12.1％となっていますが、職員意識調査では、

女性職員の 36.5％が昇進を望まず、その理由としては男性よりも「自信がない」「家事・育児との

両立が難しい」があげられています。管理職へのマイナスイメージを軽減するためにも、多様なロ

ールモデルとなる職員の育成が必要となっています。 

  
 

（１）審議会等委員への女性の積極的登用 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

1 

審議会等における

女性委員の登用促

進 

西尾市の審議会･委員会等委員への女性の登用を促進

し、全委員に占める女性の割合の向上を図ります。 
地域支援協働課 

2 
人材データの整備

と活用 

女性の人材をデータ化し、審議会等の委員として活躍で

きるよう活用を図ります。また、多角的な意見を反映さ

せるため、多様な人材の登用に配慮します。 

地域支援協働課 

西尾市女性活躍推進計画 

 

西尾市特定事業主行動計画とは？ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 職員が働きやすい環境をつくるために、以下の目標を設定し、その達成に取り組んでいます。 

目標① 

女性の採用試験受験者の拡大 

公務員セミナーや職員募集案内等で、女性にとっても働きやすい

職場であることをＰＲしています。 

目標② 

消防職員の女性割合の拡大 

消防署等では女性職員を受け入れる施設環境を充実させたり、男

性職員に対して女性が活動しやすい職場環境をつくるための研修

を行っています。 

目標③ 

男性職員の子育て目的の休暇

の取得促進 

子どもの出生時に男性が取得できる特別休暇（介添休暇等）の制

度を周知するとともに、男性職員が積極的に育児に参加できる職

場環境の醸成に取り組んでいます。 

目標④ 

女性職員の登用促進 

女性職員の積極的な登用を図るため、女性職員に対するアンケー

ト調査を実施するとともに、キャリア形成を意識した人員配置や、

女性職員の能力開発等を行っています。 

（２）地域や企業・各種団体等における女性の参画促進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

3 

地域組織における

役職者への女性の

登用促進 

【重点】 

町内会やコミュニティ団体等の地域組織における男女

共同参画を促進するため、多様な手段で情報を提供し、

女性の役職者登用を働きかけます。 

地域つながり課 

4 

女性地域リーダー

の養成 

【重点】 

研修会・交流会を実施し、女性が地域のリーダーとして

活躍できる環境づくりと、意識改革をすすめます。また、

女性が活躍しやすい環境を整えるため、地域へ意識啓発

を行います。 

地域つながり課 

5 

企業や各種団体等

における女性の参

画の促進 

【重点】 

企業や各種団体における女性の参画を拡大するため、性

別にこだわらない人材の採用・登用を働きかけます。ま

た、環境や観光まちづくり分野において、女性の視点や

能力を活かすため、活動団体に女性の参画を働きかけま

す。 

商工観光課 

地域つながり課 

環境保全課 

 

（３）市役所等における男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

6 

管理職への女性の

積極的登用 

【重点】 

政策・方針決定過程へ女性の参画を拡大するため、市職

員及び教員における管理職への女性の登用を促進しま

す。そのために、管理職にふさわしい人材育成・能力開

発を行うとともに、ロールモデルとなる女性職員・教員

を育成します。 

人事課 

学校教育課 

7 
市役所における男

女職員の職域拡大 

職員が必要な能力を身につけ、様々な分野で活躍できる

よう、男女ともに幅広い分野の職務を経験できるような

人員配置等を行います。 

人事課 

8 

「西尾市特定事業

主行動計画」の推進 

【新規】

「西尾市特定事業主行動計画」に基づき、女性職員の活

躍の推進や、男性の育児休暇取得促進等、性別に関わら

ずすべての職員が働きやすい環境をつくります。 

人事課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

基本目標ごとに社会情勢、アン

ケート結果、統計からみた現状

と課題をまとめています。 

施策の方向性ごとに具体的施

策、施策の内容、担当課を記載

しています。 

重点的取組みについては

【重点】で示しています。 

改訂版で新たに加えた具体

的施策については【新規】で

示しています。 

具体的施策と関連したコラ

ムや写真を掲載しています。 
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 基本目標１  政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 
  

   
 男女共同参画社会を実現するには、あらゆる場面で男女双方の視点を取り入れることが重要です。

政策・方針決定については、これまで社会全体として男性にゆだねられることが多くなっていまし

たが、多様なニーズを反映した政策・方針を示すためにも、女性の参画促進が求められます。 

 本市の女性議員や、各種委員会、地域の組織における女性委員の数は、ここ 10年くらいで大き

な変化はみられず、政策の決定等における女性参画の促進が課題となっています。選任方法や地域

の慣習によって女性が委員となりにくい状況があるため、固定的な性別役割分担の意識を解消する

アプローチが必要となっています。 

 市民意識調査では、女性が増えるとよいと思う職業や役割について、「企業の管理職」が高くなっ

ており、職場における女性の登用に対する関心が高まっています。企業調査によると、女性の管理

職登用への前向きな意向がある企業が半数以上にみられました。一方で、企業への面談調査では、

責任や負担の重さ、家庭との両立のしにくさなどを背景に、女性自身に昇進の意向がない場合も多

い、という実態もみられました。女性の管理職登用の機運が高まるなか、女性に対する意識づくり

と男性の家庭内での協力をすすめる必要があります。 

 市役所では、2017年（平成 29年）に「女性活躍推進法」に基づく「西尾市特定事業主行動計

画」を策定し、女性職員の活躍の推進に向けた体制整備をすすめています。市役所における女性管

理職の割合は 2018年（平成 30年）４月時点で 12.1％となっていますが、職員意識調査では、

女性職員の 36.5％が昇進を望まず、その理由としては男性よりも「自信がない」「家事・育児との

両立が難しい」があげられています。管理職へのマイナスイメージを軽減するためにも、多様なロ

ールモデルとなる職員の育成が必要となっています。 

  
 

（１）審議会等委員への女性の積極的登用 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

1 

審議会等における

女性委員の登用促

進 

西尾市の審議会･委員会等委員への女性の登用を促進

し、全委員に占める女性の割合の向上を図ります。 
地域つながり課 

2 
人材データの整備

と活用 

女性の人材をデータ化し、審議会等の委員として活躍で

きるよう活用を図ります。また、多角的な意見を反映さ

せるため、多様な人材の登用に配慮します。 

地域つながり課 

  

現状と課題 

西尾市女性活躍推進計画 

施策の⽅向性 
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西尾市特定事業主行動計画とは？ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 職員が働きやすい環境をつくるために、以下の目標を設定し、その達成に取り組んでいます。 

目標① 

女性の採用試験受験者の拡大 

公務員セミナーや職員募集案内等で、女性にとっても働きやすい

職場であることをＰＲしています。 

目標② 

消防職員の女性割合の拡大 

消防署等では女性職員を受け入れる施設環境を充実させたり、男

性職員に対して女性が活動しやすい職場環境をつくるための研修

を行っています。 

目標③ 

男性職員の子育て目的の休暇

の取得促進 

子どもの出生時に男性が取得できる特別休暇（介添休暇等）の制

度を周知するとともに、男性職員が積極的に育児に参加できる職

場環境の醸成に取り組んでいます。 

目標④ 

女性職員の登用促進 

女性職員の積極的な登用を図るため、女性職員に対するアンケー

ト調査を実施するとともに、キャリア形成を意識した人員配置や、

女性職員の能力開発等を行っています。 

（２）地域や企業・各種団体等における女性の参画促進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

3 

地域組織における

役職者への女性の

登用促進 

【重点】 

町内会やコミュニティ団体等の地域組織における男女

共同参画を促進するため、多様な手段で情報を提供し、

女性の役職者登用を働きかけます。 

地域つながり課 

4 

女性地域リーダー

の養成 

【重点】 

研修会・交流会を実施し、女性が地域のリーダーとして

活躍できる環境づくりと、意識改革をすすめます。また、

女性が活躍しやすい環境を整えるため、地域へ意識啓発

を行います。 

地域つながり課 

5 

企業や各種団体等

における女性の参

画の促進 

【重点】 

企業や各種団体における女性の参画を拡大するため、性

別にこだわらない人材の採用・登用を働きかけます。ま

た、環境や観光まちづくり分野において、女性の視点や

能力を活かすため、活動団体に女性の参画を働きかけま

す。 

商工観光課 

地域つながり課 

環境保全課 

 

（３）市役所等における男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

6 

管理職への女性の

積極的登用 

【重点】 

政策・方針決定過程へ女性の参画を拡大するため、市職

員及び教員における管理職への女性の登用を促進しま

す。そのために、管理職にふさわしい人材育成・能力開

発を行うとともに、ロールモデルとなる女性職員・教員

を育成します。 

人事課 

学校教育課 

7 
市役所における男

女職員の職域拡大 

職員が必要な能力を身につけ、様々な分野で活躍できる

よう、男女ともに幅広い分野の職務を経験できるような

人員配置等を行います。 

人事課 

8 

「西尾市特定事業

主行動計画」の推進 

【新規】

「西尾市特定事業主行動計画」に基づき、女性職員の活

躍の推進や、男性の育児休暇取得促進等、性別に関わら

ずすべての職員が働きやすい環境をつくります。 

人事課 
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 基本目標 2  男女共同参画の考え方をまなびます 
    
 男女平等や男女共同参画である社会の実現には、市民一人ひとりがその意義を理解し、行動でき

ることが大切です。 

 市民意識調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、反

対が賛成を上回り、固定的な性別役割分担意識が薄れている状況がみられます。一方で、ここ 5年

間で男女の平等感については、向上したとはいえない状況となっており、また、ここ５年間の男女

共同参画の推進状況に対する評価は、「わからない」が最も高くなっています。男女共同参画そのも

のについて問題意識を持っていない市民が多いと考えられます。 

 男女共同参画に関する意識啓発については、市役所等への「男女共同参画コーナー」の設置や、

情報誌・パンフレットの作成等をすすめていますが、全体的に発信の場が少ないという課題がみら

れます。あらゆる市民が興味・関心を高められるよう、無関心層等の対象に応じた情報提供やアプ

ローチ方法の工夫、中高生などの若年者への教育機関等と連携した啓発を一層強化する必要があり

ます。 

 また、近年では、LGBT等の多様な性のあり方についての関心が高まっています。LGBT等の性

的マイノリティについて適切に理解できるような情報提供や、学習機会の設置が求められます。 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 
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男女共同参画情報誌「ばらネット・にしお」の発行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 男女共同参画に関する取組みや考え方、啓発セミナーの紹介など、男女共同参画への理解を

広く地域へＰＲするため、年に数回、地域で情報誌を回覧しています。 

  
 

（１）男女共同参画に関する調査及び情報の収集・提供 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

9 

男女共同参画に関

する意識・実態調査

の実施 

定期的なアンケート調査の実施や統計資料の収集・整理

によって、西尾市の男女共同参画に関する市民意識や実

態を把握し、施策に反映させます。 

地域つながり課 

10 

男女共同参画に関

する情報収集・発信

の充実 

男女共同参画に関する情報や資料を収集・整理し、市役

所、図書館、市民活動センターなどに「男女共同参画コ

ーナー」を設置するなど、市民への情報発信の場を充実

します。 

地域つながり課 

11 

多様な性に対する

理解の促進 

【新規】

ＬＧＢＴ等の性的マイノリティについて正しい理解を

促すため、講演会や「男女共同参画コーナー」、情報誌

等多様な手段を用いて周知・啓発をします。 

地域つながり課 

 
 

（２）男女共同参画に関する広報・啓発の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

12 

男女共同参画に関

する情報誌、パンフ

レット等の発行 

【重点】 

情報誌やパンフレット等を市民主体で作成し、男女共同

参画の重要性を広く市民に周知します。また、子ども、

男性、高齢者など、対象別にパンフレットを作成するな

どし、効果的な啓発を行います。 

地域つながり課 

13 

男女共同参画に関

するイベントの開

催    【重点】 

男女共同参画に関する意識醸成のため、啓発テーマに応

じて担当課と連携し、イベントを開催します。 
地域つながり課 

14 

多様な手段・テーマ

による男女共同参

画の啓発 

  【重点】【新規】 

若年者、男性、高齢者等、対象となる市民の特性に合わ

せて、関心事に沿った広報・啓発を行います。 
地域つながり課 

15 

広報紙やホームペ

ージを通じた情報

発信による周知と

啓発活動の推進 

各種市政情報を発信する中で、男女共同参画に対する認

識を深め、地域社会全体の意識づくりと関心を高められ

る広報活動を展開します。 

秘書広報広聴課 

 

 

 

 

 

 

  

施策の⽅向性 
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（３）男女共同参画に関する学習機会の提供 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

16 

男女共同参画に関

するセミナーや出

前講座の実施 

各種団体、市民を対象としたセミナーの開催や出前講座

の実施により、男女共同参画に関する学習ができる機会

を提供します。 

地域つながり課 

17 

男性や若者世代を

対象とした学習機

会や情報の提供 

男性や若者世代を対象に、男女共同参画社会の意義と責

任に関する学習機会や、家事・育児・介護などの家庭生

活に関する講座など、対象に応じた講習会の充実を図り

ます。 

地域つながり課 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）児童生徒等への男女共同参画の理解促進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

18 

学校・幼稚園・保育

園における男女平

等教育の推進 

教育の場での男女間の不必要な区別・慣習を見直し、男

女平等の視点に立った保育・教育を行います。 

保育課 

学校教育課 

19 

発達段階に応じた

男女共同参画の推

進  

【重点】【新規】 

学校や幼稚園・保育園において、子どもの発達段階に応

じた適切な男女共同参画に関する保育・教育を行いま

す。 

保育課 

学校教育課 

20 
多様な選択を可能

にする能力の育成 

性別にとらわれない勤労観・職業観を育み、主体的に進

路選択できる能力を育成します。 
学校教育課 

21 

メディアに関する

能力向上のための

教育・学習の推進 

児童生徒の健全育成を目的に、インターネット等メディ

ア情報について、人権侵害につながる情報への正しい判

断力及び様々なメディア情報に対する適切な収集・発信

力向上のための教育・学習を充実します。 

学校教育課 

22 

保育・教育関係者へ

の男女共同参画に

関する情報提供 

【重点】【新規】 

保育・教育現場における男女共同参画の視点に立った取

組みを促進するため、現場の関係者に対し、研修、啓発

等に関する情報を提供します。 

保育課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

  

（施策 No.16 市とばらネットの協働 

による男女共同参画に関するセミナー） 

     （施策 No.17 家庭教育事業） 

（施策 No.20 職場体験学習）   （施策 No.20 職場体験学習） 
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 基本目標３  男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます 
    
 西尾市全体で男女共同参画を推進するには、行政だけでなく、地域等の活動においても、男女が

それぞれの能力や個性を発揮できることが大切です。 

 本市では、様々な団体が地域で活動していますが、団体調査によると、約７割が活動するにあた

り「会議において、性別に関わらず積極的に意見が出るような工夫をしている」など、何らかの男

女共同参画の視点での取組みを実践しており、そのうち約２割が変化を実感しています。一方で、

人員の高齢化により、固定的な性別役割分担意識や社会的慣行が根強く残っている状況もみられま

す。市民意識調査によると、地域活動の役員など意思決定の場に女性が参画することについては、

7割弱がその必要性を感じているため、団体への女性参画の働きかけや、男女共同参画に関する取

組みを行う団体間での情報交換等をすすめていく必要があります。 

 男女共同参画の推進にあたっては、施策に携わる市職員が意義を理解することも重要です。職員

意識調査によると、業務で男女共同参画の視点から気をつけていることは「特にない」が半数を超

えています。性別への配慮が必要な業務において、適切な対応ができるよう、市職員を対象とした

啓発事業をすすめるなど、男女共同参画への意識を高め、実践へとむすびつけることが求められま

す。 

  

現状と課題 
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市民活動グループばらネット ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ばらネットは、男女共同参画社会の実現を目的に活動する市民グループとして、2005年

（平成 17年）に設立した団体です。会員のスキルアップを図るための勉強会や交流会を行う

ほか、暮らしの中で、男女共同参画の重要性を地域住民と考えるために、行政をはじめ、各種

団体との協働の関係づくりに力を入れています。 

 

 

 

（１）市⺠との協働による男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

23 

男女共同参画に取

り組む団体の育成

と活動支援 

男女共同参画に関する啓発や相談等を行う団体の活動

を支援します。 
地域つながり課 

24 

多様な団体への意

識啓発及び連携に

よる広報・啓発活動

の推進 

市民活動団体、福祉団体、経済団体、教育関係団体等各

種団体との情報及び意見交換などを行い、意識啓発をす

るとともに、男女共同参画社会づくりに向けての効果的

な広報・啓発活動を行います。 

地域つながり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）男女共同参画を推進する市職員への意識づくり 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

25 

男女共同参画に関

する市職員及び教

員への研修の実施 

【重点】 

市職員及び教員に対して、男女平等意識を身につけるた

めの研修を実施し、男女共同参画の視点に立った職場環

境・風土の改善に努めます。 

人事課 

学校教育課 

26 

広報・出版物等にお

ける男女共同参画

の視点に立った表

現の促進 

市役所が発行する広報紙等の作成にあたっては、男女共

同参画の視点に立って適切な広報活動を行うことを促

進します。 

地域つながり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の⽅向性 

（施策 No.25 市職員を対象とした男女共同参画研修） 
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西尾市女性活躍推進計画 

 

 基本目標４  男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境を
つくります 

    
 2015年（平成 27年）に「女性活躍推進法」が制定され、働く場における女性を支援する気運

が高まっています。企業調査によると、結婚や妊娠・出産に関わらず継続して働く女性が増加して

おり、本市においても働く場での女性活躍がすすみつつあります。市民意識調査でも、中高生の女

子生徒が、将来の暮らし方として、共働きを希望する割合が高くなっています。一方で、女性が職

業を持つことについては、『就労継続型』（子どもができても、ずっと職業を持ち続けるほうがよい）

と『再就職型』（子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい）が二分

しており、全国と比較すると『再就職型』の割合が高くなっています。それぞれの希望に応じた働

き方が実現できるような支援が求められます。 

 結婚・出産後も就労を継続する女性が増加する一方、男性がワーク・ライフ・バランスを実現し

にくい状況や、女性が個人の生活よりも仕事や家庭生活を優先させている状況がみられます。男性

の家事参加・育児参加への意識づけや参加支援、男女の多様な働き方を可能とする取組みが求めら

れます。そのためには、職場の協力が不可欠であるため、企業へのワーク・ライフ・バランスの事

例紹介や、具体的なアドバイスの提供等、支援や意識づけをすすめることが大切です。 

 また、子育て中の働く男女を支えるものとして、市の保育・子育て支援サービスの充実は欠かせ

ないものです。市民意識調査によると、男女共同参画社会の実現にあたり本市が取り組む役割とし

て、「子育て支援サービスや介護サービスなどの充実を図る」が最も高くなっています。男女の仕事

と家庭生活の両立を支援するサービスの充実等が求められます。 

 

  

現状と課題 
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（１）企業における環境整備 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

27 

職場における男女

共同参画の啓発・情

報提供 

【重点】 

商工会議所等と連携を図り、職場における男女平等をす

すめる講演会・セミナー等を開催します。また、その機

会を活用して、企業同士の情報・意見交換の場の設置や、

事例提供等を行います。 

地域つながり課

商工観光課 

28 法制度の周知徹底 
男女共同参画や仕事と家庭生活の両立に関する各種法

制度について、周知徹底を図ります。 

地域つながり課

商工観光課 

29 

ファミリー・フレン

ドリー企業等への

登録・認定促進 

企業に対し、意義や取組み内容等の理解を促しながら、

愛知県が推進する「ファミリー・フレンドリー企業」や

「あいち女性輝きカンパニー認証制度」、国が推進する

「くるみん認定」への登録を働きかけます。 

地域つながり課

商工観光課 

30 

企業経営者、管理職

への理解促進 

【新規】

企業経営者や管理職に対して、男女共同参画や女性活躍

の推進、ワーク・ライフ・バランスの実現等についての

情報提供等を行います。 

商工観光課 

 

（２）女性の就業機会の拡大 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

31 

女性の能力開発、女

性起業家支援事業

の充実 

就労意欲のある女性の能力開発や女性の起業支援に関

する情報提供・学習機会の充実に努めます。 

地域つながり課

商工観光課 

32 
就業・再就職支援の

充実 

企業に対し、就業や再就職を促進するための啓発や情報

提供を行います。また、ハローワーク等と連携した女性

の就労支援・マッチングを行います。 

地域つながり課

商工観光課 

 

（３）農・水産業、商工業等の自営業における男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

33 

農・水産業、商工業

等の自営業におけ

る女性の能力の積

極的な活用 

農・水産業、商工業等の分野において、女性の経営参画

を促進するとともに、６次産業※などの新たな分野で女

性の能力が発揮されるように支援を行います。 

商工観光課 

農林水産課 

34 
農業における女性

の労働環境整備 

男女共同参画と農業経営の改善を一体的に推進する家

族経営協定※の締結を促進し、農業において女性が働き

やすい環境づくりを促進します。 

農林水産課 

 

                                        
※
６次産業：１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業などの事業を総合的か

つ一体的に推進し、新たな付加価値を加えた産業のこと。 
※
家族経営協定：家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営

を目指し、経営方針や役割分担、働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決める

もの。 

施策の⽅向性 
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子育て家庭優待事業（はぐみんカード）  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 愛知県と市町村の協働により、18歳未満の子どもとその

保護者、妊娠中の人に「はぐみんカード」を発行していま

す。 

 全国の協賛店舗や施設でこのカードを提示すると、各店舗

等が独自に設定している割引やサービスなどの特典が受けら

れます。 

 協賛店舗や特典内容は、愛知県の子育てポータルサイト「あいちはぐみん

ネット」から確認できます。 

 http://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/ 

（４）仕事と家庭生活の両立に向けた意識啓発 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

35 

仕事・家庭・個人生

活のバランスに関

する啓発 

 【重点】 

「仕事」「家庭」「個人の生活」がバランスよく営めるよ

う、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）

の考え方や重要性について啓発を行います。 

地域つながり課 

36 

男性への家事・育

児・介護に関する学

習機会や情報の提

供    【重点】 

家庭における男性のあり方や役割に関する学習機会や、

家事・育児・介護などの家庭生活に関する講座や講習会

の充実を図ります。 

長寿課 

健康課 

子育て支援課 

地域つながり課 

生涯学習課 

37 

育児休業、介護休業

等の制度の取得支

援  【重点】【新規】 

育児休業制度、子の看護休暇制度、介護休業制度、介護

休暇制度等の制度を周知するとともに、実際に取得でき

るよう、事例等の情報提供を行います。 

人事課 

商工観光課 

38 
子育て応援意識の

醸成 

愛知県が定める子育て応援の日（はぐみんデー）などを

利用して子育てに関する啓発を行い、社会全体で子育て

を応援する意識の醸成を図ります。 

子育て支援課 

地域つながり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）仕事と家庭生活の両立に向けた支援 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

39 

多様なニーズに対

応する保育サービ

スの充実 

保護者の多様なニーズに対応するため、乳児保育、長時

間保育、病児・病後児保育等の充実を図るとともに、新

たな制度に対応した仕事と育児の両立を支援する保育

環境を整えます。また、子育ての相談や一時預かりの場

を増やし、地域の子育て支援を充実させます。 

保育課 

家庭児童支援課 

40 児童クラブの充実 
児童クラブの拡充と施設の整備、支援員の研修などを実

施します。 
子育て支援課 

41 
ひとり親家庭への

支援 

ひとり親家庭に対し、経済的支援及び家事・育児支援、

就労支援等を行い、ひとり親家庭の自立を支援します。 

子育て支援課 

家庭児童支援課 

42 
介護サービスの充

実 

仕事を持つ男女が仕事と介護を両立できるよう、適切な

介護サービスの利用を支援します。 
長寿課 
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 基本目標５  男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります 
    
 男女共同参画を推進するには、前提として、市民一人ひとりが心身ともに健康で安心して暮らせ

ることが大切です。男女は身体上の違いがあるため、それぞれの特性に応じた健康づくりが求めら

れます。お互いの身体的性差を理解し、尊重することが大切です。 

 また、あらゆる市民にとっての男女共同参画を実現するには、高齢者や障害のある人等も性別や

年齢、障害の有無等に関わらず社会参加できることが求められます。特に、高齢者では固定的な性

別役割分担意識が根強くある傾向がみられます。本市でも高齢化がすすむなか、高齢期の地域活動

や介護予防活動等における男女共同参画を促進する必要があります。 

 

 

 

（１）安全・安心な妊娠・出産への支援 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

43 

リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ（性

と生殖に関する健

康と権利）※につい

ての啓発 

妊娠や出産などを含めた女性の生涯を通じた健康づく

りに関することや、母性の保護を受ける権利があること

を周知します。 

健康課 

44 
いのちや性に関す

る教育の推進 

「いのちの教育指導計画」に基づき、幼稚園・保育園や

学校において発達段階に応じた適切な「いのちの教育」

の指導を実施します。 

保育課 

学校教育課 

45 
妊娠・出産に対する

支援 

安全・安心な出産に向け、定期的な妊産婦健診の必要性

について周知するとともに、妊娠・出産に関する知識の

普及に努めます。また、妊娠を希望する男女に対し、不

妊治療にかかる費用の助成を行います。 

健康課 

 

 

 

  

                                        
※
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）：リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健

康）とは、人間の生殖システム、その機能と（活動）過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばか

りでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあること。また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関

する権利）は、すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に

決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロ

ダクティブ・ヘルスを得る権利のこと。 

現状と課題 

施策の⽅向性 

（施策 No.44 赤ちゃんふれあい体験授業） 
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いのちの教育指導の手引  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 「いのちの教育指導の手引」は、子どもたちの健全な成長のた

めに市内の幼稚園、小中学校、高等学校において有効に活用され

ているものです。具体的な内容としては、小学校は「からだのこ

と」、中学校では「生命のつながり」、高校では「カップルに大切

なコミュニケーション」等、成長段階に沿ったまなびの内容とな

っています。 

 

（２）生涯を通じた男女の健康の保持・増進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

46 
メンタルヘルス対

策の推進 

仕事のストレスや経済的な悩みを抱える人に対して、メ

ンタルヘルス対策を推進します。 
健康課 

47 

男女の性別の違い

に応じた健康づく

りの推進 

がんやタバコ・アルコール依存などの健康課題に対し、

男女の性別の違いに応じた啓発や相談を行います。 
健康課 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）男女共同参画の視点に立った高齢者福祉・障害者福祉の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

48 

高齢期の男女共同

参画に関する意識

啓発 

【重点】 

高齢者を対象に、男女共同参画に関する広報・啓発活動

を実施します。また、地域活動や介護予防事業、高齢者

向けの施設等においても、啓発を行います。 

長寿課 

49 
自立支援環境の充

実 

障害のある男女の自分らしい自立した生活を支援する

ため、性別の違いに配慮したきめ細やかな相談支援体制

や生活支援事業の充実を図ります。 

福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

  

（施策 No.46 メンタルヘルス研修） 
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 基本目標６  防災・災害対策における男女共同参画をすすめます 
    
 近年、全国各地で大規模な地震が発生していますが、本市においても南海トラフ地震が発生した

際には甚大な被害が想定されています。過去の震災では、避難所での女性への配慮不足や暴力の発

生、男性は悩みや困りごとを相談できず、引きこもりや孤立に陥るといった問題がみられました。

防災・災害対策についても男女共同参画の視点を持つことが大切です。 

 市民意識調査によると、地域の防災活動への女性の参画状況は『参画している』『参画していな

い』がそれぞれ 3割台半ばとなっており、二分しています。一方で、自主防災会への調査によると、

地域の防災組織における女性役員の割合は２割にとどまっています。防災活動全体における女性の

役割についても、組織運営には参画していない状況がみられました。避難所や備蓄などにおいても、

女性の視点を反映させた整備が必要であるため、組織運営をはじめとして、地域の防災活動への女

性参画を促進していく必要があります。 

 

 

 

（１）防災分野の⽅針決定過程における男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

50 

地域防災活動への

男女共同参画の推

進    【重点】 

町内会・自主防災会等の地域防災組織において、積極的

に女性の参画を促進します。 
危機管理課 

51 

防災訓練や災害発

生時における意思

決定の場への女性

の参画推進 

【重点】 

防災訓練や災害発生時において女性の意見も反映され

るような環境づくりを促進します。 
危機管理課 

52 

女性の視点に立っ

た防災対策の推進 

【重点】 

防災会議において女性委員を登用するなど、女性の意見

を市の防災・災害時対策に反映させます。 
危機管理課 

  

現状と課題 

施策の⽅向性 
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防災に関する市民の意見  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
○今までは給食訓練のみ女性が担当していましたが、今後は組織運営や訓練の実施に至るまで、

女性の参画を求めていきたい。 

○町内会組織に女性部があり、当部員が炊き出しをすべて行っている。自主防災会のみなら

ず、女性が進出し、活躍できる方法の検討が必要と考えている。 
（自主防災会調査の自由意見より抜粋） 

 

（２）防災・災害・復興時における男女共同参画の推進 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

53 

男女共同参画の視

点に立った防災対

策に関する啓発 

【重点】 

男女共同参画の視点による防災・災害対策の必要性など

について、広く市民に広報・啓発を行います。 

危機管理課 

地域つながり課 

54 

地域の女性防災組

織の支援や連携・協

働 

災害時に、男性だけでなく女性も主体的に役割を果たせ

るよう、地域の女性防災組織への支援や、日ごろからの

連携・協働をすすめます。 

危機管理課 

55 

多様な視点を取り

入れた避難所の運

営    【重点】 

避難所の運営に関し、男女双方の視点に加え、乳幼児や

高齢者、障害のある人など多様な避難者を想定した訓練

を行います。 

危機管理課 

56 

復旧・復興対策にお

ける女性の参画推

進 

復旧・復興のあらゆる場や組織に女性の参画を促進し、

男女共同参画の視点を反映させます。 

危機管理課 

都市計画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （施策 No.53 市とばらネットとの協働による防災セミナー） 

（施策 No.53 防災フォーラム） 
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 基本目標７  男女間のあらゆる暴力をなくします 
    
 配偶者等からの暴力（DV）は重大な人権の侵害ですが、家庭内で発生することが多いため、問

題が見えづらくなっていたり、深刻化することが課題となっています。 

 市民意識調査によると、すべての暴力のうち、精神的暴力を受けた割合が女性で３割弱、男性で

2割弱と、ともに最も高くなっています。被害を受けた際の対応としては「誰にも相談しなかった」

が男女ともに 5割前後と高くなっています。その理由としては「相談するほどのことではないと思

った」が最も高く、被害を受けた認識が薄い状況がみられます。 

 近年、交際中のカップル間で起こるデートDVが社会的な問題になっていますが、高校生では「友

人との付き合いを制限されたり、電話やメールをチェックされたりした」で女性が 3.4％、男性が

8.5％と、高校生男子の被害割合が高くなっています。被害を受けた際の対応としては「誰にも相

談しなかった」が女性、男性ともに約 6割と高く、その理由としては市民と同様、「相談するほど

のことではないと思った」が最も高くなっています。 

 また、DVに関する相談窓口の認知度は、市民意識調査の一般市民で 5割弱、高校生で１割強に

とどまっています。 

 DVや人権侵害についての正しい認識を若いうちから定着させていくため、効果的な啓発の取組

みが求められます。また、被害ができるだけ顕在化されるよう、相談窓口の周知や相談しやすい窓

口をつくるとともに、DVは様々な家庭の問題が絡み合っていることも多いため、庁内や関係機関

との連携体制も必要となっています。    
現状と課題 

西尾市ＤＶ対策基本計画 
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（１）人権尊重の意識づくり 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

57 

ＤＶ等防止のため

の啓発と情報提供

の充実 

【重点】 

ＤＶに対する正しい認識を普及させるため、パンフレッ

ト等を作成し、広く市民へ情報提供を行います。また、

ストーカー※等の男女間の人権侵害行為についても、そ

の防止に向けた啓発、情報提供を行います。 

家庭児童支援課 

地域つながり課 

市民課 

58 

「女性に対する暴

力をなくす運動」の

推進 

毎年 11月 12日～25日の「女性に対する暴力をなく

す運動」において、ＤＶ防止のための啓発を行います。 

家庭児童支援課 

地域つながり課 

59 

セクシュアル・ハラ

スメントの防止・啓

発 

職場、学校などあらゆる場面でセクシュアル・ハラスメ

ントが起きない環境づくりを行います。また、企業へセ

クシュアル・ハラスメント防止に関する啓発や情報提供

を行います。 

人事課 

商工観光課 

学校教育課 

60 
人権尊重について

の教育・啓発 

男女の人権尊重や男女平等の重要性など若年者をはじ

め広く市民に人権教育を推進します。また、暴力は人権

侵害であり許されるものではないということについて、

教育・啓発を行います。 

市民課 

学校教育課 

61 

デートＤＶ等に関

する若年者への啓

発    【重点】 

中高生等に対し、デートＤＶについての認識を高める教

育・学習の充実を図ります。 

家庭児童支援課 

地域つながり課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
※
ストーカー：恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、

相手やその配偶者、同居の親族などに対し、つきまといや待ち伏せなどの行為を行うこと。 

施策の⽅向性 

（施策 No.57 DV啓発カード） 
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（２）ＤＶについて相談しやすい環境づくり 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

62 
ＤＶ相談体制の充実 

【重点】 

相談窓口の情報を広く周知するとともに、電話相談や窓

口相談についてサービスの向上を促進します。また、相

談内容に応じ、関係機関と連携を取り、支援に取り組み

ます。 

家庭児童支援課 

63 

在住外国人への情

報提供と相談体制

の確立 

日本で働き生活する外国人に対し、ＤＶに関する多言語

での情報提供や相談体制の整備を行います。 
家庭児童支援課 

64 
窓口相談対応マニ

ュアルの周知 

ＤＶ被害者に対し窓口で気をつけるべき事項をまとめ

た相談対応マニュアルを作成し、市職員に周知します。 
家庭児童支援課 

65 
市職員への研修の

実施 

ＤＶに関する相談を受ける市職員が被害者の立場を十

分に理解し、適切な対応ができるよう、研修等を実施し

ます。 

家庭児童支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（施策 No.63 家庭児童支援課窓口に設置されている７か国語のポケットチラシ） 
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（３）ＤＶ被害者への支援の充実 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

66 

要保護児童対策地

域協議会との連携

による虐待防止対

策の推進 

定期的なケース会議等の開催を通じ、要保護児童やＤＶ

被害者について、関係機関と情報の交換や支援方策の検

討を行います。 

家庭児童支援課 

67 

関係機関との連携・

協力による被害者の

実情に応じた支援 

DV被害者の支援に際し、子ども・高齢者・障害のある

人等それぞれの立場を踏まえ、個人情報に十分留意しつ

つ関係機関と連携・協力し、適切な対応・支援を行いま

す。 

福祉課 

長寿課 

家庭児童支援課 

68 
緊急保護支援体制

の確立 

緊急保護を必要としているＤＶ被害者に対して、関係機

関（警察・病院・弁護士など）と連携し、迅速な支援が

できる体制を整備します。 

家庭児童支援課 

69 
自立のための支援

体制の確立 

ＤＶ被害者が自立して生活できるよう、県等の専門機関

と連携し、就労支援、住宅の確保、子どもの就学支援等

を行います。 

家庭児童支援課 

70 
被害を受けた子ど

もへの支援 

被害を受けた子どもの心身状態や家庭状況等に十分な

配慮を行いつつ、心身の健康や生活の回復に向けた支援

を行います。 

健康課 

家庭児童支援課 

学校教育課 

 

（４）さらなるＤＶ対策の強化 

NO. 具体的施策 施策の内容 担当課 

71 
ＤＶに関する調査

研究の実施 

ＤＶ被害者への支援や加害者への対応など、ＤＶに関す

る先進的な取組み事例についての情報収集、調査研究を

行います。 

家庭児童支援課 
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 １ 数値目標の設定 

 ７つの基本目標ごとに、男女共同参画の推進状況を測る数値目標を設定します。 

 

基本目標１ 政策・⽅針決定の場への女性の参画をすすめます 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

審議会等における女性委

員の割合 

【地域つながり課】 

【算出方法】 

市の審議会等（法令・条例設置）委員

に占める女性委員の割合（４月１日

時点） 

21.1％ 

（2017） 
40％ 

市役所の管理職における

女性の割合 

【人事課・地域つながり課】

【算出方法】 

課長級以上の管理職に占める女性職

員の割合（４月１日時点） 

11.5％ 

（2017） 
15％ 

 

基本目標２ 男女共同参画の考え⽅をまなびます 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

男女共同参画に関する講

座・セミナーの参加人数 

【地域つながり課】 

【算出方法】 

男女共同参画に関する講座・セミナ

ーへの参加延べ人数（年度計） 

550人

（予定） 

（2017） 

800人 

固定的な性別役割分担意識

に同感しない人の割合 

【地域つながり課】 

【新規】 

【算出方法】 

市民意識調査で「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきである」という考

え方に『反対派』（「反対」と「どち

らかといえば反対」と回答）の市民

の割合（５年ごとの市民意識調査で

把握） 

33.5％ 

（2017） 

40％ 

（2022） 

 

基本目標３ 男女共同参画社会を支える環境整備をすすめます 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

市民活動団体との協働事業

の実施数 

【地域つながり課】 

【算出方法】 

行政と市民活動団体が協働で実施

する男女共同参画に関する事業の

数（年度計） 

６事業 

（2017） 
７事業 
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基本目標４ 男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境をつくります 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

25～44歳の女性の労働

力率 

【地域つながり課】 

【算出方法】 

性別・年齢別の労働力率（国勢調

査） 

73.5％ 

（2015） 

76％ 

（2020） 

家事・育児・介護に関わ

らない男性の割合 

【地域つながり課】 

【算出方法】 

市民意識調査で平日に家事・育児・

介護に「まったく関わっていない」

と回答する男性の割合（５年ごと

の市民意識調査で把握） 

30.8％ 

（2017） 

23％ 

（2022） 

家族経営協定締結数 

【農林水産課】 

【算出方法】 

家族経営協定を締結している農家

の世帯数（年度末） 

60世帯 

（2017） 
65 世帯 

 

基本目標５ 男女が健康で、安心して暮らせるまちをつくります 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

がん検診受診率 

【健康課】 

【算出方法】 

各種がん検診受診率（年度計） 

※肺がんは男女合計の数値、子宮

がん、乳がんは女性のみの数値 

肺がん 30.6％ 

子宮がん 21.1％ 

乳がん 17.9％ 

（2015） 

肺がん 30 % 

子宮がん 29% 

乳がん 22 % 

 

基本目標６ 防災・災害対策における男女共同参画をすすめます 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

防災講座での女性の参加者

割合 

【危機管理課】 

【算出方法】 

防災・減災セミナーでの女性の

参加者割合（年度計） 

11.0％ 

（2017） 
20％ 

 

基本目標７ 男女間のあらゆる暴力をなくします 

指標 現状値 
目標値 

（2023年度） 

ＤＶ防止に関する啓発回数 

【家庭児童支援課】 

【算出方法】 

ＤＶ防止に関する広報や啓発事

業の実施回数（年度計） 

2回 

（2017） 
4回 
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 １ 市役所における施策の推進体制の整備 

（１）「西尾市役所男女共同参画推進委員会」及び「ワーキングチー

ムスタッフ会議」における関係各課の連携強化 
 男女共同参画に関する施策は取り組む施策が多岐にわたるため、関係各課の課長等により構成さ

れた「西尾市役所男女共同参画推進委員会」及び関係各課の主査職以上により構成された「西尾市

役所男女共同参画推進委員会ワーキングチームスタッフ会議」を開催し、連携を密にするとともに、

男女共同参画に関する共通認識を持ってあらゆる事業を推進します。 

 また、男女共同参画に関連する分野の個別計画と整合性を図りながら、総合的に取組みをすすめ

ます。 

 

（２）市職員への意識啓発 
 男女共同参画の推進に向けては、事業の推進主体である行政側から意識を高めることが大切です。 

施策の立案や決定、事業の推進において、男女双方の視点を反映できるよう、すべての市職員が男

女共同参画の意識を持つための研修等の意識啓発を充実します。 

 

（３）施策・事業の点検・評価 
 毎年度、関係各課において「具体的施策」に掲げた施策・事業の取組み内容や実績、課題、今後

の方向性等を確認し、進捗状況を把握します。その結果を踏まえ、必要に応じて施策や事業を見直

します。また、進捗管理の中では、男女共同参画の視点を持って事業に取り組んだかどうかの「目

的意識」の確認をあわせて実施します。 

 

（４）数値目標の進捗管理 
 本プランに掲げている「数値目標」について、最終年度である 2023年度に、統計データや事業

実績等を用いて達成状況を確認します。市民意識調査結果が数値目標となっている指標については、

2022 年度にアンケート調査を実施し、市民等の男女共同参画の状況や意識の変化を把握します。

また、社会情勢の変化等を踏まえ、施策や目標について、必要に応じてより適切なものへと見直し

を行います。 
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 ２ 市⺠と行政との連携体制の整備 

（１）「にしお男女共同参画市民会議」の開催 
 本プランの着実な推進にあたっては、市民との男女共同参画の共通認識を持つことが大切です。

公募委員や有識者で構成する「にしお男女共同参画市民会議」を定期的に開催し、市民の意見を男

女共同参画施策に反映させます。 

 

（２）「にしお男女共同参画市民会議」によるプランの進捗状況評価 

 毎年度、行政が行った施策・事業の点検・評価について、「にしお男女共同参画市民会議」におい

て全体的な評価を行います。その結果を受けて、施策や事業の改善につなげます。 

 

（３）ネットワークづくりについて 
 本プランを全市的な取組みとして推進していくためには、行政だけでなく、企業・団体等との連

携が不可欠です。企業や男女共同参画に関する活動を行う団体、地域組織、ＮＰＯ、市民等と行政

とのパートナーシップを構築し、活動の拡充を図ります。 

 特に、男女共同参画社会の実現を目指すことに賛同する市内の団体やグループ、個人を会員とす

る「ばらネット」との連携を強化し、ネットワークがより一層広がるよう活動の活性化を目指しま

す。また、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進においては、企業による取組みが重要とな

るため、企業への積極的な情報提供等を行います。 

 

（４）市民への周知について 
 本プランを実効性のあるものとするには、市民一人ひとりが男女共同参画の意識を持つことが大

切です。本プランや本プランの概要版を市役所等に設置するとともに、ホームページ上に公開し、

周知します。また、男女共同参画に関する情報提供や講座、イベント等の実施により、広く市民に

男女共同参画の意識啓発を行います。 
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 １ プラン策定の経過 
 

【2017年度（平成 29年度）】 

年月日 内容 

2017年７月５日 
第１回西尾市役所男女共同参画推進委員会及びワーキングチームスタッフ 

合同会議 

2017年８月９日 第１回にしお男女共同参画市民会議 

2017年９月 15日から 

９月 29日まで 
「西尾市 男女共同参画に関する市民意識調査」の実施 

2017年 10月 「西尾市 男女共同参画に関する若年者調査」の実施 

2017年 10月２日から 

10月 16日まで 
「西尾市 男女共同参画に関する企業調査」の実施 

2017年 12月１日 第２回にしお男女共同参画市民会議 

2017年 12月 

「西尾市 男女共同参画に関する団体調査」の実施 

「西尾市 男女共同参画に関する自主防災会調査」の実施 

「西尾市 男女共同参画に関する職員意識調査」の実施 

2018年１月 22日 団体Ａへのヒアリングの実施 

2018年１月 23日 団体 Bへのヒアリングの実施 

2018年２月２日 
企業Ｃへのヒアリングの実施 

企業Ｄへのヒアリングの実施 

2018年３月 29日 第３回にしお男女共同参画市民会議 

 

【2018年度（平成 30年度）】 

年月日 内容 

2018年５月 21日 
第１回西尾市役所男女共同参画推進委員会及びワーキングチームスタッフ 

合同会議 

2018年 6月 20日 第 2回西尾市役所男女共同参画推進委員会ワーキングチームスタッフ会議 

2018年 7月 2日 第 2回西尾市役所男女共同参画推進委員会 

2018年 7月 20日 第１回にしお男女共同参画市民会議 

2018年 9月 7日 第 3回西尾市役所男女共同参画推進委員会ワーキングチームスタッフ会議 

2018年 10月５日 第３回西尾市役所男女共同参画推進委員会 

2018年 10月 25日 第 2回にしお男女共同参画市民会議 

2018年11月7日から 

12月 6日まで 
パブリックコメントの実施 

2018年 12月 21日 第 4回西尾市役所男女共同参画推進委員会 

2019年１月 31日 第３回にしお男女共同参画市民会議 
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 ２ にしお男女共同参画市⺠会議 

（１）設置要綱 
 （設置） 

第１条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向けて、第２次西尾市男女共同参画プランを推進

するにあたり、市民の意見を反映させるため、にしお男女共同参画市民会議(以下「市民会議」と

いう。)を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 市民会議は、第２次西尾市男女共同参画プランの推進及び基本的かつ総合的な施策につい

て調査、審議し、意見を述べるとともに必要な事項について市長に提言するものとする。 

 （委員） 

第３条 市民会議の委員は、市長が委嘱し 1９名以内で組織する。 

２ 委員の任期は、３年間とする。 

 （役員） 

第４条 市民会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選により定める。 

 （役員の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 市民会議は、会長が招集する。 

２ 市民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 市民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

 （庶務） 

第７条 市民会議の庶務は、地域振興部地域支援協働課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年 7月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  
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（２）委員名簿 
 

所属等 氏名 備考 

公募委員 赤堀 正光  

公募委員 嶋﨑 恵美子  

公募委員 大嶋 宏美 2017年 11月 13日まで 

公募委員 大嶋 信吾 2017年 12月 1日から 

公募委員 尾崎 啓子 2018年 7月 20日から 

前にしお男女共同参画市民会議 会長 加藤 晴子 会長 

西尾信用金庫 人事部長 内藤 康典 
2018年 7月 19日まで 

副会長（2017 年 11 月

13日まで） 

西尾信用金庫 人事部次長 鈴木 順充 2018年 7月 20日から 

西尾子育てサークル協議会 代表 石川 英子 2018年 3月 31日まで 

にしお・はず子育てネットワーカーの会 加納 真由美 2018年 7月 20日から 

やはぎ会西尾ブロック 代表 鈴木 清子  

ばらネット 代表 渡邊 美恵子 
副会長（2017年 12月

1日から） 

吉良町女性の会 代表 浅井 聡美  

西尾市教職員組合女性部代表（平坂中学校） 川井 智実 2018年 3月 31日まで 

西尾市教職員組合女性部代表（一色東部小学校） 下野坊 由香里 2018年 4月 1日から 

中京大学 教授 柳本 祐加子 顧問 
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 ３ 西尾市役所男女共同参画推進委員会 

（１）設置要綱 
 （目的及び設置） 

第１条 西尾市における男女共同参画社会の実現について、総合的かつ効果的な推進を図るため、

西尾市役所男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条  委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 「西尾市男女共同参画プラン」の策定に関すること。 

(2) 「西尾市男女共同参画プラン」の施策の進捗状況の把握と評価に関すること。 

(3) 男女共同参画の推進について関係課内の総合調整に関すること。 

(4) 前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 （組織）   

第３条 委員会は、別表に掲げる委員により構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又

は関係課の長に対して必要な資料の提出を求めることができる。  

 （ワーキングチーム） 

第５条 委員会を補助し、具体的な検討を行うため、ワーキングチームを置く。 

２ ワーキングチームは、ワーキングチームリーダー及びスタッフをもって組織する。 

３ リーダーは、ワーキングチームにおいて調査、研究した結果を委員会に報告するものとする。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、地域振興部地域支援協働課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年５月２３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 別表（第３条関係） 

委   員 

 企画部秘書課長 

企画部人事課長 

危機管理局危機管理課長 

健康福祉部福祉課長 

健康福祉部長寿課長 

健康福祉部健康課長 

子ども部子ども課長 

子ども部子育て支援課長 

 子ども部家庭児童支援課長 

地域振興部市民課長 

産業部商工観光課長 

産業部農林水産課長 

環境部環境保全課長 

建設部都市計画課長 

教育委員会学校教育課長 

教育委員会生涯学習課長 
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（２）委員名簿 
■西尾市役所男女共同参画推進委員会      【2017年度（平成 29年度）】 

課名 職名 氏名 備考 

秘書課 課長 細田 誠  

人事課 課長 西尾 隆治 委員長 

危機管理課 課長 小塚 義人  

健康福祉部福祉課 次長兼課長 大西 敏一  

長寿課 課長 岩瀬 茂樹  

健康課 課長 中村 肇  

子育て支援課 課長 嶋崎 広高  

子ども課 課長 榊原 稔裕   

家庭児童支援課 課長 酒井 正樹  

市民課 課長 山口 留美子 副委員長 

産業部商工観光課 次長兼課長 齋藤 正則  

農林水産課 課長 加藤 英之  

環境部環境保全課 次長兼課長 鈴木 雅博  

都市計画課 課長 吉田 修二  

学校教育課 課長 木下 直人  

生涯学習課 課長 颯田 義晴  

 

【2018年度（平成 30年度）】 

課名 職名 氏名 備考 

秘書課 課長 細田 誠  

人事課 課長 西尾 隆治 委員長 

危機管理課 課長 中村 征弘  

健康福祉部福祉課 次長兼課長 牧 博之  

長寿課 課長 嶋﨑 広高  

健康課 課長 岩瀬 茂樹  

子ども部子育て支援課 次長兼課長 山口 留美子  

子ども課 課長 榊原 稔裕   

家庭児童支援課 課長 酒井 正樹  

市民課 課長 小林 明子 副委員長 

産業部商工観光課 次長兼課長 齋藤 正則  

農林水産課 課長 加藤 英之  

環境部環境保全課 次長兼課長 鈴木 雅博 2018年 9月 30日まで 

環境保全課 課長 渡辺 達也 2018年 10月１日から 

都市計画課 課長 吉田 修二  

学校教育課 課長 木下 直人  

生涯学習課 課長 筒井 清人  
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■西尾市役所男女共同参画推進委員会ワーキングチームスタッフ会議   【2017年度（平成 29年度）】 

課名 職名 氏名 備考 

秘書課 主査 石川 泰弘  

人事課 主査 稲垣 昌央  

危機管理課 主査 清水 克一  

福祉課 主査 小塚 一幸  

長寿課 主査 渡邉 恭代  

健康課 主査 三浦 亜希子  

子育て支援課 主査 原田 珠美  

子ども課 指導主事 味岡 直子  

家庭児童支援課 課長補佐 河合 弘美  

市民課 主任主査 倉地 賀織  

商工観光課 主査 左右田 明  

農林水産課 主査 山﨑 章宏  

環境保全課 主査 谷崎 正樹  

都市計画課 主任主査 加藤 雅裕  

学校教育課 主査 髙山 希利子  

生涯学習課 主任主査 吉永 裕二  

 

【2018年度（平成 30年度）】 

課名 職名 氏名 備考 

秘書課 主査 木下 奈美  

人事課 主査 吉田 智佳  

危機管理課 課長補佐 髙須 清和  

福祉課 主査 杉浦 こずえ  

長寿課 主査 榊原 智江  

健康課 主査 森下 和美  

子育て支援課 主査 伊藤 和洋  

子ども課 指導主事 鈴木 清子  

家庭児童支援課 課長補佐 河合 弘美  

市民課 主任主査 山﨑 善孝  

商工観光課 主査 左右田 明  

農林水産課 主査 橋本 由紀子  

環境保全課 主任主査 太田 由紀子  

都市計画課 課長補佐 加藤 雅裕  

学校教育課 主査 髙山 希利子  

生涯学習課 主任主査 吉永 裕二  
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 ４ 男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

改正 平成十一年七月十六日法律第百二号 

同 十一年十二月二十二日同第百六十号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十

八条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機

会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 
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（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的
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に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 
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二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見

を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す

る者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審

議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第

一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、

第二十一条第一項の規定により置かれた審議会と

なり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条

第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第

二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし

て任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条

第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指

名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議

会の会長として定められ、又は同条第三項の規定

により審議会の会長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号）

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、
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別に法律で定める。 

 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律の一部を改正す

る法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第

千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条

第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百

四十四条の規定 公布の日 

 

 

 

 



 

 


